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（はじめに） 

 

組織で働く皆さんは、各自が労働力を提供して報酬を受け取ることによって生活を維持

しています。しかし、同時に職場では『雇用管理責任者（または事務管理者）』になる皆さ

んは、職場の労働条件改善に大きな影響力を持っています。 

労働環境は、建設需要の減少、国際化の進展、ＩＴ・情報化の発達、女性の社会進出、

雇用形態の多様化などさまざまな影響を受けて、大きく変化しています。 

そこで、雇用管理責任者やその事務担当者の皆さんには、単に「労働法」を遵守するだ

けでなく、「働きがいのある職場」を作ることが大切な時代になっています。 

 

さて、楽しく働きがいのある職場を作るためには、「ビジョンや目標」、または「情熱」、「人

材育成」など、さまざまな大切なことが挙げられます。その中でも、組織経営のポイントに加

えておきたいのが、『成功しそうだなと、みんなに思わせること』 です。さて、「みんな」とは、

誰のことでしょう？ 

 

第１に、職員仲間や部下 に「成功しそうだな」と思わせることです。 

同僚や部下は、「成功しそうだな」と思うと１０の力を入れるべきところを、１５も２０も力を

入れてくれます。それが、人情です。『人は、心に動かされる手足』を持っているからで

す。『仕事は、巻き込み』です。自分一人ではできないのです。 

 

第２に、お客さま に「成功しそうだな」と思わせることです。「この会社に任せておけば、仕

事は安心できる」と思わせることです。そのために何をすればよいのか見抜くことです。

そして、顧客が思ってもいないニーズを解決すると、信頼が強固になります。 

 

第３に、 自分自身 も、「成功しそうだ」と信じられることです。 

人間は、成功を考えると「ワクワク・ドキドキ」して疲れないのです。成功を夢見て苦労

も「楽しく」なります。だから、楽しければさらに成功します。 

 

建設業の経営と雇用の管理に、“キッチリ、シッカリ”は重要です。しかし、これからの時

代には、この“ワクワク・ドキドキ”も大切なのです。 

それを経営用語で言い換えれば「戦略に基づいたリーダーシップの発揮」と「コミュニケ

ーションの活用による動機づけ（モチベーション）」であり、人間関係に基づく「雇用管理の

成功への近道」ではないでしょうか。 

このテキストは、そのようなサポートの一部になるように作成しました。 
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１、建設産業を取り巻く雇用環境と変化 

 

（１）雇用管理とは何か   

 労働者の募集、採用から配置、配置転換、昇進など在職中の処遇を含め、退職に至るまでの雇

用に関する一連の計画的、体系的な管理を「雇用管理」という。つまり、一般的な「労務管理」より

広い概念である。 

 

（２）建設業の特徴と重要的下請け構造 

建設業の生産形態は、次のような点で製造業の工場の生産方法と異なっている。 

それは「①受注生産である、②個別生産である、③移動生産である、④屋外生産である、⑤重層的

な下請けを使った総合生産である」などである。さらに、重層的な下請け構造があり、安全管理ば

かりでなく、その雇用管理体制も、幅広い管理と人材育成の視点が求められている。 

 

（３）建設労働の実態   

 建設業に従事する就業者は 498 万人（H２２年度）である。 

１）その就業形態の内訳は次のようになっている。 

①自営業者（80 万人）・・・・・・ 一人親方、個人企業の経営者 

②家族従業員（12 万人）・・・・ 自営業主の下で、無給で働く家族 

③雇用者（405 万人）・・・・・・・ 雇われて有給で働いている人 

２）年齢構成 

  建設業就業者数の年齢構成を見ると 15 歳から 24 歳までの若年層は、産業平均が 27.8％であ

るのに対して 22.5％であり、逆に、45 歳以上の労働者が 53.0％を占めて高齢化が著しいのであ

る。ここに建設産業の大きな将来の問題点がある。 

 

（４）雇用関係のトラブル多発 （全産業） 

わが国の労働組合の加入率は、全産業でも 18.5％である。建設業の労働組合の組織率は

22.7％とやや上回っている。しかし、資本金３億円未満の中小企業者が 99.4％を占めているが、労

働組合の組織率は、極めて低いものである。その一方で、雇用関係の法体系は複雑化しており、

逆に、働く人たちの権利意識は変化している。 

その中で、「個人と事業主」との間の紛争が増加している。平成 22 年度に厚生労働省の個別労

働紛争解決制度に寄せられた相談は、約 113 万件である。また、平成 18 年 4 月から開始された労

働審判事件の新受理数は、3,375 件であり増加している。 

この「個人と事業主」との間の個別労働紛争の処理には、次のようないくつかの方法がある。 

①司法上の紛争処理→労働審判制度、②行政上の紛争処理→労働局長による助言・指導、労

働局紛争調整委員会あっせん・調停、③民間の紛争処理→民間型ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続=

社労士会労働紛争解決センター等）などである。 
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（５）雇用管理体制 

雇用管理を適正に行うことは、事業主の責務である。雇用管理責任者は、建設雇用改善法によっ

て事業主が事業所ごとに選任することが義務付けられている。 

 １）雇用管理責任者と事務担当者 

 雇用管理責任者は、事業所における雇用管理体制の中心となる役割を負っている。ただし、自ら

労働関係の書類を作成したり、官庁に届出をしたりする義務を負うのではなく、そのような体制の整

備と運用管理に責任を持つものである。 

 したがって、この雇用管理研修は、実務を行う事務担当者を含めて広く参加受講することができ

るようにしてあり、そのことにより適正な雇用管理を行うことを求めている。 

 ２）雇用管理責任者の職務 

 雇用管理責任者が管理しなければならない事項は、大きく分けると次の内容になる。 

建設労働者に関する「①募集に関すること、②雇入れに関すること、③配置に関すること、④技能

の向上に関すること、⑤職業生活上の環境の整備に関すること、⑥労働者名簿・賃金台帳に関す

ること、⑦労働保険および中小企業退職金共済制度、その他福利厚生に関すること」とされており、

幅広い視点で雇用管理することが求められている。 

 

（６）人間関係管理の意義 

 雇用管理体制を確立するには、労働基準法をはじめとする労働法を遵守することは 低限必要

である。しかし、法律をただ守っているだけで「楽しく活気のある職場」ができるわけではない。 

この研修では、「人は、心に動かされる手足を持っている」のであるから、その「心を動かす動機

づけ（モチベーション）」や、創意工夫を生む自己啓発、さらには自己実現に向けた「目標による管

理」などの演習を含めて、人間関係管理の意義を体験的に修得することができるように研修内容を

工夫してある。 

 

 

   

 
注） １、小さな演習をしますが、個人的にそのようなことを避けたい方は、講師におしらせください。 

２、ペットボトルは持ち込み自由、缶はこぼれるのでダメです。（会場によって異なる場合があります） 

３、この研修で使用した、カタカナの「キーワード用語」は、研修中にできるだけご説明します。 

４、研修中にトイレに行きたくなった場合などは、遠慮せずにどうぞ！  
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２、雇用管理責任者とコミュニケーション 

（１）雇用管理責任者として必要な能力と自己紹介 

自己紹介に大切なのは、自分の情報発信だけでなく、他人の自己紹介に対して興味を持つこと

である。そして、そのことについて質問することも大切な能力なのである。自己紹介で、自分の話を

長々とするだけの人は、人脈は広がらない。そういう人には、相手も興味を持たないからである。 
 

相手にとって良い人とは、ある意味で「自分の話を聞いてくれる人」なのである。 
しかし、自己紹介で「自分が何を話そうか」ということに気を取られていては、相手の話を聞けない。 

ここでは、「楽しい自己紹介」の原稿をあらかじめ作って、それを読み上げる。そして、他人の自

己紹介をよく聴きながら質問したいことをメモして、後で質問をする。このような「相手の話を良く聴

き、質問するコミュニケーション」は、実は雇用管理にも大切なのである。「雇用管理責任者」として

の責務である「建設労働者の相談に応じる」時などにも、求められる能力である。そんな意味を込め

ながらユニークな自己紹介に参加していただければ幸いである。 
 

     ＴＴＷ（ｼﾝｸ･ﾀﾝｸ･ｳｨﾝﾄﾞｰｽﾞ）問題解決法基本形 

   

 

テーマ 

自分の強みと楽し

みの自己紹介 
（ちょっと自慢話で OK） 

 

   

                                               

      ＜他人の自己紹介３点程度のポイントメモ・時計回り＞ 

さん    

さん    

さん    

さん    

さん    

            ↑氏名はカタカナで記入 
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何が見えますか？ 

 
 
 
 
 

（２）コミュニケーションの小演習 

講師の話した通りに絵を描いてください。 （質問と隣の人の図を見ることはご遠慮ください。） 

 

 
（３）コミュニケーションと組織の遺伝子 

リーダーシップを発揮して、相手に何かを伝える時に注意をするべきこと 

             自分         相手 

 

           伝える事実          イメージ 

 先入観   

経験    

            思い込み 

            価値観  

 

 

 

 

 

    

 

    

 

⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

小休止 ＜部長の先入観と新入生＞ 

新入生が、総務に印鑑を押してもらいに行って、総務部長に「俺に印鑑を押させるのか」と叱ら

れた。しかし、次には同じ部長に「勝手に印鑑を押すな」と言って怒鳴られた。この経験は、教

える側の技術不足・コミュニケーション不足により能率が上がらないだけでなく、モチベーション

の低下、また重大なリスクをも抱えこむことを新入生に教えた。 
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雇用管理責任者（または事務担当者）による職場改善        演習用 

部下後輩（周囲）とのコミュニケーション・行動フォローのチェック 

※ 現在、部下や後輩がいない方は、今後を想定して考察しましょう！ 

１ 朝、部下の顔を見ながら元気に挨拶を交わしていますか YES NO 

２ 
部下と『双方向』で、報告・連絡・相談が適切にありますか 

（⇒ 一方通行の報・連・相ではありません） 
YES NO 

３ 仕事が順調な場合に、口に出して評価して褒めていますか YES NO 

４ 普段より不具合や問題点に対して、助言・支援をしていますか YES NO 

５ 仕事の負担の調整を部下ごとに心がけていますか YES NO 

６ 部下から求められた要望は、迅速に対応していますか YES NO 

７ 「目標や方針」の軌道修正はよく話し合っていますか YES NO 

８ 
部下の活動進捗を日常的に把握していますか。 

（目標による管理方法でも可です） 
YES NO 

９ 
部下に対するメンタルヘルスケア、セクハラ・パワハラに気を使って 

いますか 
YES NO 

１０ 
問題が発生して、自分が出るべき事態には、遅れずに手を打って

いますか。そのための「溢れるエネルギー」を持っていますか 
YES NO 

※  ７項目以上 ⇒立派です。  

6 項目以下 ⇒部下とのコミュニケーションをこの研修で、もうひと工夫しませんか！ 
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３、雇用管理（マネジメント）の基礎知識 

（１）管理（マネジメント）の定義 

１） 管理（マネジメント）とは 
 「マネジャー」には、さまざまな定義があるが、ここでは『目標を設定して、達成の管理をする人』と

する。Ｐ・Ｆ・ドラッカーは、『管理者（マネジャー）とは、 

部下がいて、指示命令することではない。業務 

達成に責任を持つ（管理する）者である』として 

いる。マネジメントのポイントは、指示命令 

するか、しないかではないのである。 

つまり、『仕事は巻き込み   である』が、 

その対象が、広がって変化しているのである。 

 したがって、ある場合は部下（フォロワー）が 

リーダー（上司）を上手に動かす「フォロワーシップ」の 

向上が必要になって来る。 

 

管理者（マネジャー）の基本的な仕事は、 

①目標を設定する、②組織する、③動機づけとコミュニケーションを図る、④評価する、⑤人材

を開発すること、である。  

 

２）経営階層と管理者（マネジャー）のスキル   
① 戦略的スキル ： 現在では現場監督層にもある程度求められている。綜合判断力、問題

形成力、解決能力。 
② 人間的スキル ： 全てのリーダーに必要な能力で、人間関係を円滑に保ち、モチベーショ

ン（動機づけ）につなげる。 
③ 技術的スキル ： 監督者層は、この能力が不足していると職場内での信頼が得られない。  

  

  

  

                                    （ロバート・カッツの図を参考に作成） 
 

３）管理者（マネジャー）の役割 

管理者（マネジャー）が果たす役割は、多岐にわたっているが、別の視点から大きく分ける

と「仕事の管理」と「人の管理」に分類できる。 

仕事の管理の面 ・業務管理 ・ （  業務改善    ） 

人の管理の面 
・人間関係 

（モチベーション向上） 
・ （  人材育成    ） 

（※ このテキストでは、マネジャーとリーダーを厳密に使い分けせずに同義語として使用している） 

技術的・ 
ｽｷﾙ 

経 営 層 

中間管理層

現場監督層 

戦略的・ 
ｽｷﾙ 

人間関係・ 
ｽｷﾙ 

マネジャー 
（管理者） 

住民 
ＮＰ

業者 

上司 

部下 
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実 行 

計 画 

組織

動機づけ 

調 整 

（２）管理者の機能 

ファイヨール（1916 年）は、技師から経営者に抜擢され経営を行ったが、『管理（マネジメント）

は誰でもできる（所有と経営の分離）』として管理サイクルを明確にした。しかし同時に『管理者は

勉強しなければならない』と重要なことも言っていたのである。 

 

①計画の機能 

   ・ 現状の確認、目標の設定、達成方法の決定 

②組織化の機能 

   ・ 目標達成のための構造、担当者 

③動機づけの機能 

   ・ 担当実行者への教育とコミュニケーション 

④業務実行の機能 

   ・ 経営資源を使用して業務を遂行させる 

⑤調整機能 

・ 基準の設定、目標達成の評価、目標の修正  

ＰＤＣＡ＝マネジメントサイクル（現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑これだけでは、管理は充分でなくなった。 

 

 

小休止 

家を建てる時に、「ノコギリは、すばらしい道具であるが、釘を打つのには向かない」のであ

り、そのことを一番よく知っているのは建設業である。 

同じように人材育成技法にも、さまざまな道具（ツール）や方法があるが、その場面に応じて

使い分ける必要がある。しかし、建設業の人材育成では、「金鎚だけで家を建てようとしてい

る」のと同じようなことをしている不思議な人がいる。 

さて、このテキストの人物名に年代を入れているのは、いつの時代の「道具」であるかわかる

ようにしているためであり、主な著書が書かれた年代である。 

              

＜ファイヨールが提唱した管理原則の一部＞  
・ 指揮命令の一元化 
・ 専門化の原則 
・ 統制範囲の原則 
・ 権限責任一致の原則 

 

Plan 
計画 

Ａｃｔ 
改善 

Cｈｅck 
ﾁｪｯク 

Do 
実行 
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（３）科学的管理法と建設業  

テイラー（1911 年）は、鉄鋼会社に勤務しながら日給の現場作業者から監督者まで経験する中で、

生産現場の実情や矛盾を熟知するようになった。そして「計画と科学的管理」の重要性を研究す

る。この実験は、建設業にも非常に関係が深いものであった。 

１） ショベル（=スコップ）研究 

テイラーが務めた鉄鋼会社では、8 種類のショベルを労働者が勝手に選んでいたが、重い鉄

鋼を運ぶ時にスコップを約半分の大きさにするという「道具を変えるだけで」能率が３倍以上上

がることを実験で発見した。 

 旧制度 新制度 

 

労働者数 約 500 人 140 人 

１人/平均ｔ数 16 トン 59 トン 

平均賃金 １．１５ドル １．８８ドル 

 

２） 仕事の管理と作業研究 

当時の管理者は、仕事量を「目分量方式」で労働者に割りつけていた。テイラーは、「一日の

仕事量（課業）の設定」や、「時間研究と動作研究による標準的条件の設定」また「差別的出来

高賃金制度」などを提唱した。つまり、「物理的条件」を「合理的」に整えることにより、効率を上

げたのが科学的管理法である。 

 

３） フォード工場の流れ作業 

フォードは、未熟練労働者による分業を「流れ作業の自動車生産」に利用することにより大き

な効率を上げていった。科学的管理法を実践的に利用した効率化により、1909 年からの７年間

でも、自動車価格を 38％まで安くするとともに、労働者の賃金を２．２倍に引き上げた。このこと

により、労働者が自動車を購入できる経済力を持つことになり、ますます需要が大きくなり資本

主義経済の活況が花開くことになった。 

しかし、単純作業に追われる労働者からは、仕事の中に喜びを見いだせないという「労働か

らの人間疎外」が問題になっていた。 
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４．人間関係管理とチームマネジメント 

（１）人間関係管理 

１） ホーソン工場の照明実験 

科学的管理法を利用して、物理的作業条件を向上させて能率を上げる実験が行われた。 

これは「照明」を明るくして、生産性を上げようとする実験であった。ある時、月光程度（0.06 燭

光）まで暗くしても、作業能率が落ちないという科学的管理法とは逆の事実が明らかになった。 

 そこでは、選ばれて実験に「参加する」という「労働者の仲間意識」が、集団に高いモラール（=

士気）を形成することがわかった。 

ある意味で、『人は 心  に動かされる 手足  を持つ』ことが明らかになってゆくのである。 

 

２） 非公式組織の影響力 

ホーソン工場の別な実験では、仲間のために能率を上げないという逆の事例もわかった。そ

れは、自分が普通以上の能率を上げると、仲間のノルマも高くなってしまうのを防ぐものであっ

た。 

ここで、組織には部長→課長→係長などのような「公式組織」とは別に、職場内の個人的接

触で生まれる集団である「非公式組織」が、生産能率に大きな影響を持っていることが発見され

た。この非公式組織は、「仲間意識や感情」で結び付いていることがわかったのである。 

 

３） 人間関係管理論から非合理性・複雑性研究 

1924 年から８年間にわたる各種の実験結果をまとめて「人間関係の重要性」を指摘したのが、

ハーバード大学のメイヨーとレスリスバーガーである。 

これらの結果は、企業の施策として、  提案制度  、社内報、苦情処理制度、職場懇談会

などや、福利厚生    制度の充実など、労働者を主体として「働きがいを作る制度」に結ばれ

てゆく。 

また、人間の非合理性・複雑性を研究する「人間の行動科学」が発展する基礎となる。 

 

 

 

 

 

 
 

 

小休止： リーダーシップに一番重要なのは、「個人的資質（性格）」であろうか。 

もし、そうだとすれば、あなたは、「どんな資質（性格）が重要だ」と想定しますか？ 
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（２）人間関係論とリーダーシップ論の発展 

１） リーダーシップの類型論  

類型論とは、リーダーシップは「個人的資質」によるのではなく、リーダシップ・スタイル（行動類

型）によって有効性に差が出るという考え方である。 

① クルト・レヴィン 

  ドイツの心理学者。ゲシュタルト心理学派の一人として情緒や動機について研究後、場  

の理論を主張して実験的社会心理学に進み、集団力学    （グループダイナミックス）の研

究を行った。 

                専制型 リーダーへ潜在的不満、依存性、メンバー間の敵意 

リーダーの行動      自由放任型 メンバーは自分で訓練し、モチベーション向上 

を類型分類       民主型       ◎集団の生産性、メンバーの満足度が高い 

   

小休止：集団力学 （アッシュの実験 ・1951 年）   

グループ圧力が加わると、人々は同調する傾向がある。3 本の異なる長さの線を示し、次に

同じ長さの線を 1 本示す。そこで８人中７人に答えを間違えるように依頼する。すると残りの

１人は・・・ 

 

② レンシス・リッカート （1967 年） 

各種企業の監督者と 20 万人の労働者のデータに基づき、リーダーシップのパターンと新しい

組織のパターンを考案した。この中で「システムⅣ」が集団の成果を高めモチベーションを高め

る理想的システムとした。 

               システムⅠ 独善専制型   

               システムⅡ 温情的権威型 

      システムⅢ 協議型 

              システムⅣ  集  団参加型  ◎ 

 

 

＜リーダーシップの３原則＞ 

（持的関

係    ）の原則 

リーダー（監督者）がメンバーに対して、それぞれの個人の背景や事

情、価値観に対して支持するように振る舞い、人間として大切にされて  

       と感じるようにする。 
支持は、①配慮、②情報提供、③信頼、④学習機会など。 

集団的意思決

定の原則 

組織構成の単位を小さくして、小集団として集団的意思決定を行なわ

せる。リーダーは組織間を繋ぐ「連結ピン」でコミュニケーションや意思

決定の向上を果たす役割。 

ちょっと高い 

目標の原則 

ちょっと高い目標が、創意工夫とチャレンジを通して自己実現要求を満

足させる。これは、単なる高いノルマではない。 

          

                   
 

〔連結ピンモデル〕 

管理システム 
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③ ブレーク＝ムートン （1964 年）とチームマネジメント 

リーダーの行動を「人間（メンバー・部下）への関心」と「業績（仕事）への関心」から表にして、

その両方の関心が高い「９・９型」を理想とした。 

      マネジアル・グリット（=管理方法の表） 

 

 

← 

 

９
← 

（
人 

 
 

間
）
へ
の
関
心 

→
１ 

１・９型 

（ク   ラブ）的 
 

９・９型 

(ﾁｰﾑﾏﾈｼﾞｬｰ 

    ) 

 
５・５型 

常識人型 
 

１・１型 

消極的 
 

９．１型 

（仕事志 向）的  

１←      （業   績）への関心     →９ 

→ 

 

（３）チームマネジメントと建設業の部下指導方法 

ハーシー＝ブランチャード（1977 年）は、部下の成熟度に応じて変えることが必要であると主張

した。ここで部下の成熟度とは、主に 能力    と 意欲   で定義される。これを下記の４段

階に分類して対応するリーダーシップ論（SL 理論）を提唱した。 

 

効果的なリーダーの行動 

 

 

※ 結局、マネジャーに必要な資質は、才能ではなく 誠実さ    である。 

高 

← 
 

 
 

 
 

→ 

低 

支
援
的
行
動 

 

      ‐‐‐ 

 

 

（ 参加的 ）的 

リーダーシップ 

 

（説得   ）的 

リーダーシップ 

 

      ‐‐‐ 

 

（委任   ）的 

リーダーシップ 

 

       ‐‐‐ 

 

 

      ‐‐‐ 

 

  指 示 的 

リーダーシップ  

 低 ←              指示的行動              → 高 

メンバー（部下） の 成 熟 度 

高いメンバー やや高いメンバー やや低いメンバー 低いメンバー 

能力が高く、 

意欲や確信を示す 

能力は高いが、意

欲が弱く不安を示す 

能力は低いが、 

意欲や確信を示す 

能力も、意欲も低

く、不安を示す 

小休止： プロ野球の野村元監督は、「きつく叱っても、それに負けずに力を出す選手もいれ

ば、傷ついてしまう選手もいる」から、相手を見て指導法を変えていた。 
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５．目標による管理による効率化 

（１）目標による管理は「セルフコントロール」 

目標による管理とは、自主管理が基本である。提唱者は、Ｐ・Ｆ・ドラッカー（1954 年）である。 

  １） 「目標による管理」と「目標管理」の違いは 

 目標による管理 目標管理 

だれが 部下が 上司が 

何を （       ）の仕事を 部下の仕事を 

どのように （       ）を使って ノルマとして 

どうする 自己統制する 達成を強制する 

管理対象 目標達成の全過程 結果の管理 

 

２）目標による管理の理論的根拠 

 社会心理学者のマズロー（1955 年）は、人間の欲求の階層を解明した。 

欲求

欲求

安全の欲求

自我･自尊の欲求

自己実現の欲求

食う・寝る、 低
限必要なこと

集団に所属して
安心したい

衣・住を持ち
安定したい

周囲から認められ
尊敬されたい

自己の向上・自分の能力
にチャレンジしたい

上司の役割

挑戦への機会提
供・達成の支援

チームワークと
コミュニケーション

メンバーとしての
受け入れ

労働環境の整備
公平な人事処遇

マズローの「欲求５段階説」

ワクワク・ドキドキ

（「認められたい」太田肇 日経新聞社を参考に作成した）

要
因

衛
生
要
因

 ３） Ｄ・マグレガーの「Ｘ・Ｙ理論」と目標による管理 

マグレガー（1960 年）は、行動科学の立場から「目標による管理」を推奨した。 

 人間観 管理の考え方 管理の方法 

Ｘ理論 
怠け者人間 

・労働は避けたい 

従来（1960 年代）まで

の管理の考え方 
支配・従属 

Ｙ理論 
自発的人間 

・労働の中に喜びがある 
今後の管理の考え方 （目標による管理 ） 
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（２）目標による管理の特徴 

   ① 自己管理（セルフコントロール）である 

目標に関するＰ・Ｄ･Ｃ・Ａ を廻して自己管理する。 

   ② 「組織目標と個人目標」の統合を行なう 

トップから、個々の従業員まで目標が連鎖することが必要である。 

③ コミュニケーションを重視している 

納得と共感によるマネジメントであり、対話を重視している。 

   ④ 自主性や創造性を重視している 

やや高い能力が必要とされる目標の自己チャレンジと達成を通じて従業員の成長を

図る。   

 

小休止：お好み焼き屋と「目標管理」 

 

「千房」は全国に 59 店舗を展開するお好み焼き屋である。そこで

中井社長が、行っている「目標管理」は、目標管理の原型であり、各

企業でも参考になるのではないだろうか。 

 

 

（３）建設業と 「ＩＳＯの目標による管理」 

１）効率を上げるためには、ＩＳＯという目標による管理の道具を十分使いこなそう。建設業

の多くが、ISO を“紙くず製造運動”にしているが、モッタイナイのではないだろうか。 

【質問】１、審査員を何回か変えていますか    ⇒ （ＹＥＳ ・ ＮＯ） 

     ２、審査機関を変えたことがありますか   ⇒ （ＹＥＳ ・ ＮＯ） 

 

２）ＩＳＯ品質保証部長の 5 つの心構え 

   ①間違えても是正すればいいＩＳＯ審査 

   ②ああ言えばこう言おうＩＳＯ審査 

   ③審査で言おう「そこまで当社は必要ありません！」 

   ④不適合の顕在化こそＩＳＯの出発点 

   ⑤苦情がない、それはどこかおかしいぞ！ 

 

 

小休止：「工夫の方法が無い（？）」新幹線販売員 

工夫の方法が無いと思われるルーチンワーク（同じことの繰り返し作業）の新幹線の販

売員であるが、1 人あたりの平均売上が約 10〜12 万円の中で、山形新幹線の茂木久

美子さんは約 50 万円を売り上げた。しかし、本当に変わったのは販売員の工夫なのだ

ろうか・・・・？ 
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演習用 

雇用管理責任者による職場改善 

                   「逆積極的傾聴法」    

【A】                                                 （２分間） 

⑧ ① ② 

⑦ テーマ 

 

近楽しかったこと、 

または自慢話 

③ 

⑥ ⑤ ④ 

※ 上記にキーワードのみ記入して、その内容から話を膨らませて結構です 

 

 

【B】 

４５＋３６＝ 

２８＋５７＝ 

７１９＋４８８＝ 

４６７６＋７８６９＝ 

７３－４６＝ 

６５７－２２９＝ 

５６７－２３４＝ 

３２×４５＝ 

７５×５２１＝ 

１８９×４５４＝ 

７２÷９＝ 

９６÷８＝ 

４７１７÷５３＝ 

１４４０÷３２＝ 

※ 計算機は使用しないでください 

 

☆ 朝の「ひとことほめ」あいさつ ⇒ おはよう！ きみをみているよ！ 元気にいこうね！ 
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視
覚

聴
覚

言
語

６．建設業の効率を上げる職場内教育（ＯＪＴ） 

（１）職場内教育（ＯＪＴ）技法の発展 

従業員の行動を変えることを目的として、職場内教育（OJT）を行う。マニュアルや決め

られている手順に従った行動を求めることが多い。この代表例としては、「山本 五十六」

の教育方針が有名である。 

 

  やってみせ  言って聞かせて  させてみて 

           褒めてやらねば  人は動かじ 

しかし、現代は高学歴化による個人能力の高まりがあり、「言って聞かせ、説明する」を先

に行なうことが有効である。 

 

新しい知識付与型ＯＪＴ指導方法 

      「心の準備」から入って、まず「言葉で説明して」から「やって見せる」を行う。 

１ 心の準備 （意識づけ） なぜそれが必要なのか示す 

   ⇩  

２ 言葉で説明して （説明） 「ロジカル」に説明してポイントを伝える 

   ⇩  

３ やってみせ （率先垂範） 一通りやってみせる 

   ⇩  

４ やらせてみて （試行） 実際にやらせてみる 

   ⇩  

５ ほめる・叱る （評価） その場でほめる、またはアドバイスする 

   ⇩  

６ フォローする 次の期待する場面を伝え、動機づけにつなげる 

 

 

（２）メラビアンの法則に見る「言葉による説明」の問題点 

アメリカの社会心理学者アルバート･メラビアンが明らかにした法則で、コミュニケーション

の効果は、「非言語的要素」から大半が伝えられる。その内容は、 

・ 表情・態度など目に見える      「視覚的要素 （     ）％」 

・ 声の大きさ、調子など耳から伝える 「聴覚的要素 （     ）％」 

・ 言葉を通じて話す内容から      「言語的要素 （     ）％」 

 

したがって、「言葉で説明するには工夫しないと、 

十分に相手に伝わらない」のである。 
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（全体） 
～のポイント

は３点です 

（部分） 
１点目は 

（部分） 
２点目は 

（部分） 
３点目は 

全体 
以上～のポ

イント３点で

 

電話の取り方

のポイントは３

点です 

１点目は、３コー

ルで取ること 

２点目は、自分

から名乗ること 

３点目は、メモを

取ること 

以上、電話の取

り方に気を付け

てください 

（３）建設技術継承のための教育技法 

１） ホールパート法 （Ｗｈｏｌｅ Ｐａｒｔ） 

     ホールとは、「全体」のことで、パートは「部分」である。ここでは、 初に「全体」を説明

する。次に「ポイントを３つ」にまとめて説明する。 後に、「全体をまとめて」指導を受け

る人の頭の中を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             【事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２） プレップ法 （ＰＲＥＰ法）  

             【事例】 

Ｐ Ｐｏｉｎｔ ・・・結論 「～をしてください」  
 ・名札は相手に見えるように着

用してください 

     ↓    

Ｒ Ｒｅａｓｏｎ ・・・理由 「なぜならば、」  ・なぜなら、お客さまの安心感

が高まるからです 

     ↓    

Ｅ Ｅｘａｍｐｌｅ ・・事例 「例えば」「例として」  ・例えば、何か問題があった時

もクレームになりにくいのです 

     ↓    

Ｐ Ｐｏｉｎｔ ・・・結論 「ですから・・・」  ・ですから・・・ 

 

【演習】 

① ＯＪＴ教育を「ホールパート法」か「プレップ法」を使って、演習してください。 

② 内容は、業務（生コン打設、鉄筋工など）の具体例で考えて各人が作成ください。 
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1 点目は、 

2 点目は、 

3 点目は、 

以上 3 点

に気をつ

けて、○

○○○を

して下さ

 

雇用管理責任者による教育技法改善 

＜ 知識付与型ＯＪＴ ＞ 

ホールパート法 （Whole Part 法）  題材＜            ＞について 

 

※ 話したい「キーワード」のみ記入してください。 

プレップ法（ＰＲＥＰ法）  題材＜           ＞について 

       ※ 話したい「キーワード」のみ記入してください。 

Point 結論 

 

Reason 理由 

 

Example 事例 

 

Point  結論 

 

ですから、○○○○をしてください。 

１ 心の準備 

   ⇩ 

２ 言葉で説明して 

   ⇩ 

３ やってみせ 

   ⇩ 

４ やらせてみて 

   ⇩ 

５ ほめる・叱る 

   ⇩ 

６ フォローする 
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７．雇用管理と「Ｎｏ１理論」 

（１）現場のやる気を引き出す「Ｎｏ１理論」 

通常の企業競争は、Ｎｏ1 を目指して競争を考えるのが、一番効率がいい。なぜなら、

消費者はテレビや車を一度に 2 台買わないからであり、一番良いと思う製品をひとつし

か買わないのである。 

 

（２）Ｎｏ1 の有利性 

小休止＜Ｎｏ１はこんなに有利＞ 

・ 日本で一番高い山は富士山です。では、２番目は？  

・ 世界で一番高い山は・・・ 

 

 

質問：あなたが考える、デジタルカメラのＮｏ１はどこですか！ 

①ソニー、②キャノン、③パナソニッック、④富士フイルム、⑤ニコン、⑥カシオ、 

⑦京セラ、⑧その他（         ） 

 

 

 

 

 

建設業の経営感覚・養成問題     （個人研究：１分間＋グループ討議 2 分） 

 
・運動会で「綱引き競技」がありました。５年生は力が弱いので６人なら、 

６年生に対して５人で勝てます。 

・50 人の同数で 5 本の綱を取り合う競技をした時に５年生は全体で勝つことがで

きますか？ できるとすれば、どう采配しますか？ 

 

６年生（50 人）       ５年生（50 人） 

 

１０人  ―――――― （    ）人 

１０人  ―――――― （    ）人 

１０人  ―――――― （    ）人 

１０人  ―――――― （    ）人 

１０人  ―――――― （    ）人 
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（３）建設業のＮｏ1 の重要性 

建設業も環境変化の中で、地域から感謝と感動を引き出すには、さらに工夫が必要

である。 

そのためには、まず現場の効率を上げる必要がある。それには「Ｎｏ１に効率の良い作

業をしているのが誰なのか」を明確にすることが肝要である。 

そのレベルまで全員の作業効率を上げことはできるはずである。それには、「どんな工

夫をしているのか」を組織の中で明確にすることである。そして、Ｎｏ1 の作業員をほめて、

認めてやることが大切である。 

 

【演習：金メダルは誰だ！】  

あなたが関係する「現場の工種」の中で、「効率Ｎｏ１」または「品質Ｎｏ１」は誰なのか、

下請け、知り合いまで含めて考察して、下記に記入してください。  

             

  （例）バックホー作業、クレーン作業、鉄筋、型枠、配管、ＣＡＤ作業、事務のエクセル作業                

工 種 名 

 （作業名） 

Ｎｏ１の作業員名 協力会社名 効率または 

品質のＵＰ％ 

１、   ％ 

２、   ％ 

３、   ％ 

４、   ％ 

５、   ％ 

 

 

 

 

 

 

小休止 ＜どこと競争しているのだろうか＞ 

・ 郵便局の窓口は、どこと競争しているのでしょうか。 

・ ディズニーランドは、どこと競争しているのでしょうか。 

 

・ さて、あなたの会社は、どこと競争しているのか、それは「隣の工事会社」でしょうか。 

⇒ 「ベンチマーキング」は、異業種間で行うことが多いのです 
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８．健康管理とメンタルヘルスケアー 

（１）14 年間連続で３万人を超える自殺者数 

  

 

＜精神疾患と業務起因性の判断要件＞  

平成 11 年 9 月より、次のいずれも満たす場合は業務上疾病と判断される可能性がある。 

①対象疾病に該当する精神障害を発病、②発病前約 6 ヶ月前の間に、客観的に発病させる恐

れのある強い心理的負荷が認められる、③業務以外の心理的負担および個体側要因により発

病したとは認められない 

 

（２）NＩOSH の「職業性メンタルヘルスケアー」の模式図 

   この図は、仕事のストレスが「個人要因」により直接ストレス反応に現れるのではなく、「仕

事外の要因や社会的支援」によって、悪化したり緩和されたりすることを示している。 

米 国 立 労 働 安 全 衛 生 研 究 所 （ Ｎ Ｉ Ｏ Ｓ Ｈ )

個 人要 因

ストレ
ス反
応

仕事 の
ストレス

要 因

仕事 外
の要 因

社 会 的
支援

（緩 衝 要 因 ）

様 々 な
疾 病

実 態 調 査

作 業 管 理

作 業 環 境 管 理

人 間 関 係 管 理

教 育 研 修
家 族 へ の 働 き
か け

管 理 職 研 修

ﾒ ﾝ ﾀ ﾙ ﾍ ﾙ ｽ ｹ ｱ の 知 識

積 極 的 傾 聴 法

リ ー ダ ー シ ップ 研 修

検 診 ・ 診 療

健 康 相 談

カウ ン セ リ ン グ

認 知 行 動 療 法

疾 病 管 理

復 職 支 援

１ 次 予 防 ３ 次 予 防２ 次 予 防

 
出典：「事業場におけるストレス対策の実際」中央労働災害防止協会 平成 18 年 1 月より筆者加筆修正 
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（３）厚生労働省の「メンタルヘルスケアー指針」と建設職場改善 

１） セルフケアー  

ストレス・コーピング （ストレスとうまくつきあう）、「自律訓練法」でストレスを下げる。 

① ストレスへの気づき 

・ 自己チェック（ストレス簡易調査表） ・対人交流パターンや性格を知る（交流分析） 

② ストレスへの対処 

・ 健康的な生活習慣             ・日常のストレス発散 

・ ストレス耐性の強化             ・認知の歪みに気づく 

・ 自発的な健康相談（話す・聴く）      

 

 ２） ラインによるケアー 

① 職場環境等の問題点の把握と改善 

② 「いつもと違う」部下の把握 

・ 遅刻、早退、欠勤が増える、無断欠勤 ・残業、休日出勤が不釣合いに増える 

・ 仕事の能率が悪くなる        ・職場での会話がなくなる（またはその逆） 

・ 表情に活気がなく、動作にも元気がない（またはその逆） 

・ 衣服が乱れたり、不潔であったりする 

③ 部下からの相談への対応 

・ 長時間労働等の過労状態にある部下  ・強度の心理的負担を経験した部下 

 

 ３） 上司として具体的にどうすればよいか 

① まず、自分に余裕を持つ（気持ち、仕事）  ⇒メンタルヘルスケアは長くかかる 

② 部署内で「その部下を守る姿勢」を持つ   ⇒上司がいらいらすると伝播する 

③ 「受容・共感・支持」（傾聴）で部下に接する ⇒君の事を分かっているよ・サポート 

④ 医者にかかり、薬を継続することを勧める  ⇒不足物質（補う）重要性を理解する 

⑤ 産業医（医者）、カウンセラーと連絡をとる  ⇒ 一人で悩んでいない 

 

 ４） 積極的傾聴法 

どんな仕事でも、さまざまな問題にぶつかり悩んだり、元気が出ないことはあるはずです。部下が、

仕事で元気をなくしてウツ病になる前に管理・監督者が取るべき対策として役に立つミュニケーショ

ン方法が「積極的傾聴法」という話の聴き方である。ストレスを抱えている人の大半は、他人にその

苦労を聴いてもらうとストレスが解消して、メンタルヘルスに陥らないで済むといわれている。 

嫁姑のトラブルに、近所の人が話を聴いてあげるだけでも、気持ちが楽になることに似ている。 

本質的な問題解決ではありませんが、ストレスを下げる効果は充分にあるのである。 

 

積極的傾聴法は、単に耳を傾けて聴くという方法ではなく、重要な次の３つの条件がある。 

① 共感的理解＝聴き手が相手の立場に立って聴くことで、相手と同様な心理体験をする。「同じ

状況に置かれたら同じ体験をするだろうな」という相手の内面から理解する。 

② 受容＝肯定的関心を持って話を聞き、無条件に相手を受け入れる。相手が話していることに
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「良い・悪い」などの判断をせずに、まず相手の気持ちを受け止める。 

③ 自己一致＝聴く側も自分の気持ちに気付いておき、ありのままの自分で素直に聴く態度でい

る。 

 

＜積極的傾聴法のポイント＞ 

聞く=聞こえているだけ、訊く＝効果質問で答えを引き出す、聴く=相手の心まで知ろうとする 

  ① 話を聴く時に、まず相手と波長を合わせる：視線の高さ、会話量、話すスピードを合わせる 

  ② 話に共感をしながら相手を支持する：うなずく、集中する、アドバイスせずに 後まで聞く 

  ③ 繰り返す：言葉のフィードバック（相手の言葉をタイムリーに繰り返す）、心のフィードバック 

 

＜聴く・あいづちのバリエーション＞ 君の話をよく聞いているよというシグナルを送ること 

オ・驚き 

ウ・嬉しさ 

サ・誘い 

カ・悲しさ 

えっ！それは凄いね。 

それは、よかったね。 

それでどうなったんだい？ 

それは、つらかっただろうね。 

ト・止める 

ウ・頷く 

ナ・情け 

ギ・疑問 

ちょっと待って、つまり～ことかな。 

よくわかるよ。そうだよね。 

それは、なんとかしてあげたいな 

～の点はどうなんだろう？ 

 

 

 ５） 建設業の「缶コーヒーの一本の積極的傾聴法」 

 上司がフォローするというのは、ストレスを大きくしている部下に対して、風船の空気をちょっと抜く

ように、ストレスを出してやることである。その方法のひとつが、「積極的傾聴法」である。 

人は、話を聴いてやるだけで、ストレスを下げる効果がある。話を聴いてやるだけで、９割が精神

的な疾患に陥らないで済むといわれている。ちょうど、スポーツでパンパンに張った筋肉をマッサー

ジで揉みほぐすようなものである。 

 しかし、建設業では、従来から指示命令をシッカリ・キッチリしていた上司ほど、部下の話を聴くこ

とができないのである。ついつい、「そうじゃあないだろう、○○をすればいいだろう」と結論を先に

言ってしまうからで、それでは相手のストレスが下がるどころか、上がってしまうである。 

 

例えば、現場から疲れ果てストレスを抱えて帰って来た部下に対して、熱い缶コーヒーを１本渡し

て、「大変だったな、どんな風だった」と言いながら、相手の話を聴いてやることが、不思議に相手を

落ち着かせてメンタルな問題解決になる。 

 熱い缶コーヒーは、すぐには飲めない。上司も忙しいのですから、その熱い缶コーヒーをゆっくり

飲み終わるまでは、相手の話を遮らずにゆっくり聴いてやるというのが、ひとつの職場のストレスに

対する対策ではないだろうか。本当に現場が忙しい時期は、こうして部下のストレスを吸い取って、

心の元気を取り戻させて、仕事の効率を上げさせることができる。それは、簡単であり、少しの時間

で効果が高い方法なのである。 
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雇用管理責任者による職場改善の基礎 （自分を褒める） 

 

自分の良いところをできるだけたくさん書き出してください。           （２分間） 

  （注）この用紙は、後で「発表したり」することはしませんので、自由に書いてください。 

１  １１  

２  １２  

３  １３  

４  １４  

５  １５  

６  １６  

７  １７  

８  １８  

９  １９  

１０  ２０  

 

☆ ジョハリの窓とコミュニケーション・ギャップ 

・ 「ジョハリの窓」とは、「行動科学者」のジョセ

フ・ラフトとハリー・インガムにより考案され、

この２人の名前の 初の部分をとったもの

である。 

・ リーダーシップは、特定の行動を意識してと

ることがあるが、これが「他人からどのように

見えているか」ということは、相手との「協働」

を成功させるためには重要である。 

・ つまり「ツー･カーの領域（パブリック領域）」

が広い組織が無駄なく、ストレスも少なく、

効率的な組織であるのは、当然である。 

 

 

※ 管理者（マネジャー）の仕事は、ものごとを  単純   にすることである。 

マネジャーは、「ジョハリの窓」 を広げる

自分に分かっ
ている

自分には
わからない

他人に分
かってい
る

ツー・カー

領域

裸の王様

の領域

他人にわ
からない

一人合点

の領域

バラバラ

の領域

コミュニケーション・フィードバック

自

己
開
示

発 見

発

見
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＜小休止：心理学的文脈と組織の遺伝子＞ 

人間は同じものを見ても、それまでの経験によっ

て見えるものが変わってしまうのです。これを心

理学では、文脈効果といいます。この図形はひと

つの比喩ですが、気をつけなければならないの

は、こうした組織経験の差異から、組織の常識が

社会と異なる「組織の遺伝子」が生まれてくること

です。 
（図=Fisher 1967） 

 
 
 

＜見えなくても見える人の不思議＞ 
 
 

 
 

 

 

【ちょっとご質問】 

・あなたは、趣味に 1 ヵ月どのくらいの時間、又はお金をかけますか？  

  

・雇用管理（経営）の勉強にどのくらいの時間、又はお金をかけますか？ 
 

 

 

 

【本日の復習】 

・あなたはどの部門・部署・工種でＮｏ１になりますか？ 

 

 

・あなたの会社は、どんな風にＮｏ１になりますか？ 

 

 

・あなたの会社は、誰と競争するのですか？ 隣の工事会社ですか？ 
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雇用管理と“楽しい”キャリアデザイン （ワーク・ライフ・バランス） 

 
人生の“ワクワク・ドキドキ”するシナリオを書こう！ 
西 暦 年齢 仕事関係・自己啓発、チャレンジ  私生活・アクション 
2012 年     
2013 年     
2014 年     
2015 年     
2016 年     
2017 年     
2018 年     
2019 年     
2020 年     
2021 年     
2022 年     
2023 年     
2024 年     
2025 年     
2026 年     
2027 年     
2028 年     
2029 年     
2030 年     

 

仕 事 （ワーク） 生 活 (ライフ) 

時代の変化に対応しながら個人と組織のＷｉｎ－Ｗｉｎの関係を作り、生きがいを追及する。 

１、合理的働き方へ見直す 

２、期待される役割と能力向上 

３、目標の達成 

４、業務の改善 

５、専門性の修得・発揮 

１、健康維持 

２、個人生活の楽しみ 

３、自己啓発による能力向上 

４、家族との関係維持（子育て、教育、介護） 

５、地域活動への参加 

※ 40 歳・50 歳・60 歳と年齢の 10 年ごとに線を引くこと。人生は続く、「定年後」の生活設計も含めてみよう。 

※ 自分の大切な「価値観、欲求、能力」の構想が固まるとその方向にエネルギーを集中できる。 

※ 幸運は挑戦するものにのみ見えてくる！部下にも書くことを勧めてみてください。  

 

 

 しなやかに  したたかに  自分を生きよう！ 

参考 
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＜内緒の話＞ 「自分の魔法の言葉」 を見つけよう 
人生においては、いろいろなことがおきます。そうですね！ その時に、ど

んなことでも乗り越えられる「自分の魔法の言葉（=呪文）」を持ちませんか。

さまざまな精神的なストレスは、それが起きた時にそれを小さくしてやること

ができれば、蓄積されないのです。 

 

人は、何か問題が起きた時に、『 ・ ・ ・ ・ 』と心の中で、ある呪文を唱えるだけで不思

議に落ち着くことができるのです。それは、なんとかなりそうだという気持ちが、ストレスを下げ

るようです。しかし、「イワシの頭も信心から」といわれています。メンタルヘルスケアでも同じで、

自分が信じられてる「魔法の言葉」を探す必要があります。 

いかがですか、人生の問題にぶつかったときに、あわてずに自分を落ち着かせて、問題解

決方法に視点を向けられる「呪文」を今から見つけてみませんか。それは、バンバンに膨れた

こころの風船の空気を、こっそり抜く方法です。 

あなたの人生にきっとお役に立つと思います。この「呪文」は、信じる人だけに効く不思議

な魔法の言葉なのです。 
 
 
雇用管理責任者の“ウツ”にならないための ５ヶ条 

 ノリよく行こう、マイナス事件でも、解決の糸口はどこかにある！ 

 後悔は何も生まない、自分で自分を攻撃するのは止めよう！ 

 スターになれる所（自分・部下の居場所）、自分だけの秘密を持とう！ 

 寝る前に心の掃除をして（＝楽しいことを考えて）ぐっすり寝よう！ 

 ３日間連続で眠りが浅かったら、『心療内科』で“不足物質（＝薬）”を補おう！ 
 

                しなやかに  したたかに  自分を生きよう！ 

 

 

 

（ おわりに ） 

むかし、石切り場で石工が、石を切り出していた。ある人が、「何をしているのだい」と訊くと、

石工は「見れば分かるでしょう、石を切っているのですよ」と返事をした。  

 

別な石工に「何をしているのだい」と訊くと、その石工は、「私は、あのすばらしい建物を造る

お手伝いをしているのです」と答えた。 

 

このように、働いている人に「全体像を見せれば」そのモチベーションは上がり、組織は大きな

力を出して目的を達成するでしょう。そこに「成功の方程式」が見えます。 

 

「職場の風土（＝遺伝子）」を環境の変化に合わせて変える時、その新しい全体図を見せると

いうことが、雇用管理者（リーダー）の重要な仕事ではないでしょうか。 
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クイズ形式で楽しく学べる 

労働基準法と労働法の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※ 雇用管理責任者として、労働基準法などの労働法を守ることは最低限必

要なことですから、ポイントを確認しましょう。 

 

※ ここでは、クイズ形式のテキストを使い「労働基準法と労働法の概要」

を学ぶことができます。 

 

  ※ 「解答と解説」が付いていますので、何人かの仲間とワイワイガヤガヤ

と検討しながら学習することもできます。 
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「労働基準法と労働法の概要」の目次 
 

労働基準法と労働法の概要 ..................................................................................................................................... 29 
（１） 労働法のしくみ .................................................................................................................................................... 31 

１‐１ 労働法問題 ................................................................................................... 31 

1-２ 労働者 ......................................................................................................... 31 

1-３ 使用者 ......................................................................................................... 31 

1-４ 労使協定 ...................................................................................................... 31 

１‐５ 労働基準法の罰則規定................................................................................... 31 

（２） 労働契約の種類 ................................................................................................................................................. 32 
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（１） 労働法のしくみ  

 
１‐１ 労働法問題  

 労働三法とは、下記の法律を示します。 
１ （  労働基準法  ） 

２ 労働組合法      

３ 労働関係調整法 
  【 労働契約法  労働基準法  労働安全衛生法  労働者派遣法 】 
 
 
1-２ 労働者  

 「労働者」とは、労働基準法９条によれば、「職業の（ 種 類 ）を問わず、事業または事務

所に使用されるもので、労働の（ 報 酬 ）として賃金を支払われるもの」と定義されています。

ただし、例外は次の 4 種類の労働者です。①同居の親族だけを使用する事業に従事する者、

②家事使用人、③一般職の国家公務員、④一般職の地方公務員  
  【 指揮命令  種類  適用事業  報酬  専属の程度 】 
 
 
1-３ 使用者  

 「使用者」とは、労動基準法１０条によれば「事業主または事業の経営担当者、その他の労

働者に関する事項について、  事業主 のために行為をするすべての者」と規定していま

す。 
  【 事業主  労働組合  指揮監督 】 
 
 
1-４ 労使協定  

 「労使協定」とは、事業場に労働者の過半数で組織する組合があるときには、その労働組

合（過半数で組織する組合がないときは、  労働者の過半数  を代表する者）と使用者の

間の  書面  による協定をいう。 
  【 労働者の３分の２以上  労働者の過半数  正社員  口頭  書面 】 
 
 
１‐５ 労働基準法の罰則規定  

 労働基準法では、「両罰規定」があります。これは、一定の場合に違法行為者の 本 人 

以外に、事業主についても罰金刑を科すことをいいます。 
  【 本人  上司 】 
 
 
 



   32 

（２） 労働契約の種類 

 
２‐１ 雇用・請負・業務委託契約  

 「雇用・請負」の関係者と適用法は 
契約形態 当事者の関係 適用法 

雇  用 （  使用者  ） と 労働者 労働基準法 

請  負 注文者 と （  請負人  ） （ 民 法 ） 
⇒瑕疵（かし）担保責任がある 

  【 民法  労働契約法  使用者  経営者  請負人 】 
 
  
２‐２ 労働契約で気をつけること  

 「労働契約」で、書面で明示しなければならない労働条件は 

労働契約 の期間に関すること 

就業場所、 および従事するべき（ 業 務 ）に関すること 

（ 始業・就業 ） の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休

暇、交代制勤務の場合の交代について 

（ 賃 金 ） の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切、支払いの時期、昇給に

関すること 

（ 退 職 ） に関すること 

  【 始業・終業  退職  退職金  賃金  賞与  業務  責任 】 
 
 
２‐３ 期間の定めのある契約  

 「労働契約の期間」と解約する権利の制限は 
労働契約の期間 解約する権利の制限 
期間の定めなし 労働者は原則いつでも解除できる 
期間の定めあり （ ３  ）を超える契約は出来ない 

期間の定めなしの例外（１） （ ５  ）を超える契約は出来ない 
⇒ 専門知識を持つ者・６０歳以上の者の雇用 

期間の定めなしの例外（２） （  契約した  ）期間を超えることが出来ない 
⇒ 有期の建設工事 

 【 ２年  ３年  ５年  ７年  契約した  職業訓練 】  
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（３） 就業規則  

 
３‐１ 就業規則とは何か  

 「就業規則」に関しては、下記の義務および効力がある。 

作成義務 常時（ １０人  ）以上の労働者を使用している場合には、作成の義務

がある 

意見聴取義務 （ 作成 ）・変更に関しては、労働者の代表の意見を聞かなければなら

ない 

周知義務 （ 労働者 ）に周知させなければならない。 

規範的
き は ん て き

効力 
就業規則で定める基準に達しない労働契約は、その部分は無効となり、

無効部分は就業規則で定めた基準による。 
  【 ９人  １０人  ２０人  作成  届出  労働者  正社員 】 
 
  
３‐２ 就業規則に記載する内容  

 「就業規則」の「絶対的必要記載事項」は、 

労働時間等 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代勤務の要領 

（ 賃金 ） 決定・計算・支払いの方法、締切、支払いの時期、昇給条件 
（ 臨時の賃金 ）を除く 

 退 職  任意退職、その事由を含む（ 解雇 ）、定年など 

 【 各種手当  賃金  臨時の賃金  解雇  休職 】 
 
  
３‐３ 就業規則の作成・届出手続き  

 「就業規則」のうち「一部の労働者だけに適用」される「パートタイム労働者就業規則」などを

作成することは、認められて（ いない ・ いる  ）。 
 
 
３‐４ 就業規則違反に対する制裁措置  

 「就業規則」は、労働者と使用者の双方を法的に拘束します。そこで、違反者に対しては制

裁措置をおくことが認められています。従業員に対する制裁のうち「減給については」労働基

準法 91 条が制限を設けています。 
減給は、１回の額が平均賃金の（ １日分の半額 ）を超えることは出来ません。また、減額の

総額が１賃金支払い総額の（ １０ 分の１）を超えることは出来ません。 
  【 １日の５分の４  １日の半額  １日の６０％  ２分の１  ４分の１  １０分の１ 】 
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（４） 労働環境 

 
４-１ 法定労働時間と時間外労働  

 労働時間は、休息を除いて 1 日に（ ８ ）時間、1 週間に（ ４０  ）時間を超えて労働させ

ることはできません。 
「時間外労働」が許されるのは、時間外労働について（  労使協定  ）を結びその範囲内

で残業を行う場合です。この協定を（  ３６協定  ）と呼びます。 
 この協定を結ばずに違法に残業をさせた場合の（ 割り増し賃金 ）の支払いは 
（ 必要 ・ 不要 ）です。 
この協定は、フレックスタイム制や 1 ヶ月単位の変形労働時間制などの弾力的労働時間制度

による場合で、各制度所定の（ 法定  ）労働時間を超えないときは、不要です。 
【 ６  ８  ４０  ４８  労使協定  労働協約  ３６協定  法定  割増賃金 】 
  
 
４-２ 事業場外みなし労働  

 「事業場外みなし労働」とは、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困

難な業務が対象となります。営業などの外勤業務や内勤者の出張などが考えられ、（ 所定

労働時間 ）を労働したものとみなします。残業が必要と考えられる業務の場合は、その業務

の遂行に通常必要な時間を（ 労使協定 ）で定めて届け出る必要があります。 
このみなし労働に、休憩時間、深夜労働、休日に関する規定は（ 適用されます・適用され

ません ）。また、「定額残業制度」は、このみなし労働に（ 該当します・該当しません ）。 
  【 所定労働時間  法定労働時間  労使協定  就業規則  割増賃金 】 
 

 

４-３ 労働時間に含まれるもの  

 「手待ち時間」とは、業務にはついていないが、待機している時間を言います。休息時間に

電話番をするために居残りをするような場合、労働時間に含まれ（ ません・ます ）。 
始業前･終業後の準備や更衣なども、労働者に（ 義務 ）づけられていれば、労働時間に含

まれ（ ません・ます ）。 
  【 意識  義務  適用除外 】 
 
 
４-４ 休憩時間  

 「休憩時間」は、労働時間が（ ６ ）時間を越える場合は、（ ４５ ）分、労働時間が（ ８ ）

時間を越える場合は、（ １時間 ）以上の休憩時間を与えなければなりません。 
  【 ４  ６  ８  １０  ４５  1 時間 】 
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４-５ 変形労働時間  

 「変形労働時間」は、次の３種類があります。 

（  １ヶ月  ）単位の変形労働時間制 

 １年 単位の変形労働時間制 

 １週間単位の非定型的変形労働時間制 （小売業、旅館業、飲食店などの小規模事業のみ） 

  【 １ヵ月  ３カ月  ６ヶ月 】 
 

 

４-６ 法定休日と休日労働  

 労働基準法では、「使用者は労働者に対して、毎週少なくても（ 1 ）回の休日を与えなく

てはならない」としています。 
会社は、４週を通じて４日以上の休日を与えることもできます。これを（ 変形週休制 ）といい

ます。 
  【 １  ２  ４  変形労働制  変形週休制 】 
 
 
４-７ 休日・休暇と代休・振替休日  

 「代休・振替休日」は、下記のような違いがあります。 
 代休 振替休日 
３５％以上の割増賃金の

支払い 必要 （ 不 要 ） 

休む日の指定 使用者・労働者のいずれでも

良い 
あらかじめ（ 使用者 ）が指

定する 
  【 必要  不要  使用者  労働者  労働組合 】 
 
 
４-８ 年次有給休暇  

労働基準法では、全労働日の（ ８ ）割以上出勤をしたことを条件に、（ ６ ）ヶ月間継続し

て勤務した段階で（ １０ ）日間以上の年次有給休暇を与えるように求めている。 
 「年休を買い上げる」ことは、労働基準法の違反になります。ただし、例外としては 

１ 取得後（ ２ 年）が経過しても、未消化の年休 
２ 退職予定者が、退職時点で使いきっていない年休 
３ （ 法定外 ）に与えた年休 

  【 ６  ８  １０  １２  ２年  ４年  法定外  所定内 】 
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４‐９ 時間単位有給休暇  
労働基準法では、（22 年 4 月改正）では、（ 労使協定 ）で定めた場合には、年次有給休暇

の日数の内（ ５ ）日以内の日数については、時間を単位として年次有給休暇を与えること

ができます。なお、労働者がその日数を日単位で取得を希望した場合に、使用者が時間単

位を強制することは（ できません・できます ）。 
また、半日年休の制度を持っている事業所で、時間単位年休を導入しないことは、 
（ できません・できます ）。時間単位年休の取得は、労働時間の 初と 後以外の途中の

取得についても、（ できません・できます ）。 
  【 就業規則  労使協定  ３  ５  １０ 】 
 
 
４-１０ 女性を保護する制度  

「生理休暇」は、本人の申し出によって与えられ、診断書の添付は必要ありません。労働者本

人が必要とする日数があたえられ、就業規則などで制限することは出来ません。さらに、１日

単位でなくとも、（ 半日 ）単位や（ 時間 ）単位で請求することも出来ます。 
また、（ ６ ）週間以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させ

ることはできません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に、転換させ

なければなりません。また、産後（ ８ ）週間を経過しない女性を就業させてはいけません。

ただし、産後 6 週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業さ

せることは差し支えありません。 
  【 １週間  半日  時間  ４  ６  ８  １０ 】 
 
４‐１１ 育児時間   

 生後満 1 年に達しない子供を育てる女性から請求があった場合は、休憩時間のほかに、1
日に（ ２ ）回、それぞれ少なくとも（ ３０ ）分の子供を育てるための時間を与えなければな

りません。 
  【 １  ２  ３  ３０  ４５  ６０ 】 
 
４-１２ 男女雇用機会均等法  

 男女労働者に関する規定として 
男女差別取り扱いの禁止 女性（男性）に配慮・措置するべき措置 
１ （   募集・採用    ） １ （   セクシュアル・ハラスメント   ）の防止※ 

２ 配置・昇進・教育訓練 ２ 妊娠中・出産後の健康管理 

３ （   福利厚生     ） ３ 深夜営業に従事する場合の安全確保 

４ 定年・退職・解雇   

５ （  賃 金  ）   ※は、男女ともに適用されるようになった。  
  【 懲戒処分 募集・採用 福利厚生  休憩時間 賃金 セクシュアル・ハラスメント  

ポジティブアクション パワーハラスメント 】 
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（５） 賃 金  

 
５‐１ 賃金とは何か  

「賃金」とは、給料だけでなく、広く名称を問わず（ 労働の対償 ）として使用者が、労働者に

支払うすべてのもの」をいう。これに対して、見舞金や(  慶弔金  )は、賃金ではありませ

ん。 
  【 労働の対償  労働の慰労  慶弔金  住宅手当  家族手当 】 
 
５‐２ 賃金支払い 5 つのルール  

 「賃金支払いの５原則」は 

１ （ 通貨払い ）払いの原則 

２ 直接払いの原則 

３ （ 全額払い ）払いの原則 

４ 毎月 1 回以上支払いの原則 

５ （ 一定期日 ）払いの原則 
  【 小切手  通貨  預金口座  全額  一定期日  貸付金相殺 】 ※順不同 
 
 
５‐３ 休業手当  

「休業手当」は、（ 使用者 ）の責任で、就業できなかった場合に、平均賃金の（ ６０ ）％以

上の休業手当てを支払わなければなりません。不可抗力による場合などに支払うかは、就業

規則などの定めに従うことになります。 
  【 労働者  使用者  ５０  ６０  ８０ 】 
 
 
５‐４ 平均賃金  

労働基準法でいう「平均賃金」は、これを算定すべき事由が発生した日から前（ ３ ）ヶ月間

に支払われた賃金総額を、（ 算定期間 ）の総日数で割ったものです。ただし、賞与や退職

金などは控除します。 
  【 ３  ６  休業期間  算定期間 】 
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（６） 採用・退職 

 
６‐１ 不採用・内定取り消し・試用期間中の解雇  

「内定取り消し」は、企業が（ 誓約書 ）の提出を要求していた場合は、会社は採用決定した

と考えられ、正当な理由がなくて内定を取り消すことはできません。  
また、試用期間中でも、（ 労働契約 ）は成立しているので、正当な理由なくして解雇する

ことは、できません。 
  【 履歴書  誓約書  労働契約  就業規則 】 
 
６‐２ 出向・転籍  

「在籍出向」では、その有効要件は労働者の同意が必要であるとしています。ただし、その同

意は（ 個別 ）である必要はなく、就業規則・労働協約にあり、労働者に（ 周知 ）されてい

れば良いものとされています。 
「転籍」では、一般に包括的な同意では足りず、労働者の（ 個別 ）の同意を必要とすると

考えられています。  
  【 絶対  個別  包括的  配布  周知 】 ※複数カ所使用可 
 
 
６‐３ 退職  

「退職」は、期間の定めのない契約であれば、いつでも退職できます。 
使用者が、辞表の受理を拒んでも、その意思を伝えたときから（ ２ ）週間の経過によって退

職の効力が（ 自動的 ）に生じます。 
  【 ２  ４  強制的  自動的 】 
 

６‐４ 普通解雇と整理解雇  

「解雇」は、正当な理由がなければ有効と認められません。 
また、「整理解雇」は、４つの要件が必要です。 

１ （ 人員削減 ）の必要性があったか（=客観的に高度な経営危機など） 

２ 解雇回避努力義務を尽くしたか（=役員報酬削減、新規採用抑制、希望退職者募集など） 

３ 解雇者を選ぶ方法の（  合理性  ） （=人選の基準） 

４ 解雇の手続きの妥当性（=労働者の理解を得るために充分説明するなどの手続き） 
  【 経営赤字  人員削減  合理性  納得性 】 
 
  
６‐５ 解雇制限  

解雇制限（労働基準法第 19 条）とは、労働者が①（ 業務上 ）で負傷し、又は疾病にかかり

療養のために休業する期間及びその後（ ３０ ）日間、②産前産後の女性が休業する期間

及びその後 30 日間は、解雇できないことです。 
   【 通勤上  業務上  ３０  ９０ 】 
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（７） その他  

 
７‐１ 労働審判制度  

「労働審判制度」は、労働契約などの個別紛争処理について、労働審判員会が（ 調停 ）を

試みます。それでも解決しない場合に申し立てから４～６ヶ月、原則として（ ３ ）回以内で審

判する制度です。 
  【 ３  ５  調停  指導  監督 】 
 
 
７‐２ 公的保険  

「公的保険制度」は、社会保険と労働保険に分けられます。 
  保険の種類 主な窓口 

労働保険 
労災保険 （  労働基準監督署  ） 

（  雇用保険  ） ハローワーク 

社会保険 
健康保険 

協会けんぽ・健康保険組合 
国民健康保険（国保） 

厚生年金保険 （  年金事務所  ） 
  【 社会保険事務所  労働基準監督署  雇用保険  介護保険  年金事務所 】 
 
  
７‐３ 労災保険の通勤災害  

「通勤災害」は、通勤途中に発生した災害のことです。通勤途中の駅で足をくじいた場合など

です。ただし、それが居酒屋で酒を飲んで泥酔して怪我をしても、通勤災害とは認められま

せん。また、通勤経路から大きく（ 逸 脱）した後については通勤災害とは認められません。 
  【 湾曲  逸脱  脱線 】 
 
 
７‐４ 雇用保険  

雇用保険（22 年 4 月施行）では、雇用保険加入に必要な雇用見込みを 6 カ月以上から 
（ ３１日 ）以上に緩和した。パート労働者でも、週に（ ２０ ）時間以上の労働時間の労働

者は雇用保険に加入となります。  
  【 ３１日  ３カ月  ２０  ３０ 】 
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自主研究問題 ＜わいがや○×クイズ＞について 

 

 

＜出題意図＞ 

 

１、労働法の学習は、一方では「○×問題」は、なじみにくいところがあります。 

例えば、ある企業が労働者に、週２０時間の残業を命じたとして、法律に適合しているでし

ょうか。「３６協定の締結」、「労働契約の内容」、「未成年の深夜でないか」、「妊産婦でない

か」、というさまざまな条件によって、正解は異なります。 

 

２、他方において労働法の問題解決は、労働基準法などを暗記するだけでは不充分です。

そこで、「判例や労働基準法」を基礎にした「○×問題」を作成しました。 

 

４、事例の一般的状況（特殊な場合を排除）で起きた場合の正誤を考えてください。 

 

５、正解、誤答にこだわるより多くの人と問題を解きながら、“わいわいがやがや”言いながら、

その判例の奥にある問題を考察してみてください。 

 

６、疑問があるときは、インターネットなどで「判例や労働基準法」を調べると良い勉強になる

でしょう。楽しみながら、何人かと「○×」を合わせながら議論の材料にしてください。 
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＜わいがや○×クイズ・問題編＞ 

 

次の事例の一般的状況（特殊な状況想定を排除）で起きた場合の正誤を考えてください 

Ｎｏ 
○

× 
問    題 備  考 

１  
終業時間後に許可を得ないでアルバイトをしている従業員

に、就業規則違反であるので懲戒処分を行った 
 

２  欠勤後に年休への振り替えを求めてきたが、許可しなかった  

３  
半日休暇を取得した従業員が、終了時間後に時間外労働を

したので割増賃金の請求があったが支払わなかった 
 

４  

未消化の年休の一括取得の申し込みが、退職予定の従業

員からあった。しかし、業務の引き継ぎがある場合は、時季変

更権を使って、年休の取得を無条件に拒否できる 

 

５  
賃金を銀行振り込みにしてあるので、振込手数料を賃金から

控除して支払った 
 

６  

病気であることを理由に就業を拒否した従業員に対して、自

宅療養を命じたら、賃金の支払いを求められたが、支払わな

かった 

 

７  

当社では、「定額残業手当制度」を導入しているので、何時

間残業しても、本人の責任であるので定額残業手当以外は

割増賃金を支払っていない 

 

８  

従業員が与えた多額の損害に対して、退職金で強制的に一

括全額を相殺させた。当組織では、控除できる労使間の協

定がある 

 

９  

ある不祥事を起こした従業員に始末書を取ったが、その後 2

ヶ月して、役員から軽すぎるといわれて、出勤停止 2 日を命じ

た 

 

１０  

タイムレコーダーの不正打刻が多くあったので、始末書処分

対象であったものを、懲戒解雇に変更して全従業員に警告

後に、違反者を懲戒解雇にした 
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（１） 労働法のしくみ  

 
１‐１ 労働法問題  

 労働三法とは、下記の法律を示します。 
１ （  労働基準法  ） 

２ 労働組合法      

３ 労働関係調整法 
 
【ポイント解説】 
 労働者の権利を保護する目的に法律が整備されてきましたが、「労働法」という名前の法律

があるのではなく、労働に関する法律全般を総称して「労働法｣と呼んでいます。 
労働基準法の目的は、労働者の保護です。この法律は、労働関係で 低限守るべき基準が

書かれています。労働基準法は、強行規定なので、これに違反する条件を無効として自動的

に法定基準を適用することになります。この法律に違反することは罰則が設けられています。

その違反は刑事上の犯罪となり、送検されることがあります。 
さて、法律には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律」

などの長い名称の法律がありますが、一般的な「男女雇用機会均等法」と省略しています。 
  
労働法は、大きく次の 5 つのグループに分けられます。 

①労働条件の基準に関する法律 
労働基準法、労働契約法、パートタイム労働法、 低賃金法、労働安全衛生法、賃

金支払い確保法など 
②労働組合に関する法律 
労働組合法、労働関係調整法など 
③雇用の確保・安定のための法律 
雇用対策法、職業安定法、高齢者雇用安定法、障害者雇用促進法、労働者派遣

法、職業能力開発促進法など 
④労働保険・社会保険に関する法律 
労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法

など 
⑤労働者福祉に関する法律 
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、中小企業退職金共済法など 

 
 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  
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1-２ 労働者  

 「労働者」とは、労働基準法９条によれば、「職業の（ 種 類 ）を問わず、事業または事務

所に使用されるもので、労働の（ 報 酬 ）として賃金を支払われるもの」と定義されています。

ただし、例外は次の 4 種類の労働者です。①同居の親族だけを使用する事業に従事する者、

②家事使用人、③一般職の国家公務員、④一般職の地方公務員  
 
【ポイント解説】 
＜労働基準法上の労働者性の判断＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「労働者」の定義は上記の通りですから、アルバイト、パート、契約社員、正社員などの名称

にかかわらず労働者として労働基準法の保護を受けます。 
 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 
１-３ 使用者  

 「使用者」とは、労動基準法１０条によれば、「事業主または事業の経営担当者その他の労

働者に関する事項について、  事業主  のために行為をするすべての者」と規定していま

す。 
 
【ポイント解説】 
 労働基準法では、使用者とは「事業主又は事業の経営担当者その他の事業の労働者に関

する事項について、事業主のために行為するすべてのものをいう」（第 10 条）とされており、

部長、課長などの職名ではなく、権限を持って労働者を指揮監督して事業主のために行為

をするものです。したがって、権限がなければ部長、課長という職名の者でも、使用者には含

まれないことになります。 
 実務で問題になるのは、取締役でありながら部長や支店長などの役職を兼務している場合

です。この場合は、使用者でもありますが、現実に遂行している業務が労働者としての要件を

満たしていれば、労働者としての保護を受ける立場にもあるということになります。 
 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

労
働
者
性
の
判
断
基
準 

①指揮命令下の労働である 

②報酬が労務の対象として支払われている 

判断を補強する要素 事業者性の有無・専属制の程度 
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１-４ 労使協定  

 「労使協定」とは、事業場に労働者の過半数で組織する組合があるときには、その労働組

合（過半数で組織する組合がないときは、  労働者の過半数  を代表する者）と使用者の

間の  書面  による協定をいう。 
 
【ポイント解説】 
 労使協定の効力は、この協定があると労働基準法の原則的な規定を満たしていなくても、

「３６協定」のように法律違反にならないことです。 実務で間違えやすいものに労働組合との

約束である「労働協約」（労働組合法 14 条）があります。労使協定は、労働組合がなくても、労

働者の過半数を代表する者と書面で協定をするものです。監督官庁に提出する届出に多く

義務づけられているのは労使協定です。 
しかし、労使協定が労働協約と異なるのは、労働契約の条件を無効にしたり、 低条件を

引き上げたりする効果がないことです。 
 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 

１‐５ 労働基準法の罰則規定  

 労働基準法では、「両罰規定」があります。これは、一定の場合に違法行為者の 本 人 

以外に、事業主についても罰金刑を科すことをいいます。 
 
【ポイント解説】 
 労働基準法では、事業主に対して「両罰規定」を科すことがあるとしています。 
これとは別のことですが、裁判所は、休業手当、割増手当、年次有給休暇手当、解雇予告手

当、を支払わなかった使用者に対して、労働者に未払い金だけでなく、「同額の支払いを付

加金」として、２倍の支払いを命じることがあります。付加金の請求権は２年間です。 
 
 
 
（２） 労働契約の種類  

 
２‐１ 雇用・請負・業務委託契約  

  「雇用・請負」の関係者と適用法は 
契約形態 当事者の関係 適用法 

雇  用 （  使用者  ） と 労働者 労働基準法 

請  負 注文者 と （  請負人  ） （ 民 法 ） 
⇒瑕疵（かし）担保責任がある 

 
【ポイント解説】 
 雇用は、使用者の指揮命令に従って仕事をして、使用者は労働者に対して賃金を支払い、
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安全に配慮します。請負は、発注者の指揮命令を受けることなく、自らの判断で仕事をするこ

とができますが、請負は仕事の結果を求められます。建設業では、 近は請負人を「受注者」

と表現しています。 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  
 
２‐２ 労働契約で気をつけること  

 「労働契約」で、書面で明示しなければならない労働条件は 
労働契約 の期間に関すること 
就業場所、 および従事するべき（ 業 務 ）に関すること 

（ 始業・終業 ） の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休

暇、交代制勤務の場合の交代について 

（ 賃 金 ） の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切、支払いの時期、昇給に

関すること 
（ 退 職 ） に関すること 
 
【ポイント解説】 
１、労働契約では、労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効になっ

た部分は、同法に定める基準が適用されます。（労働基準法 13 条） 
２、労働条件の明示 

１、使用者が労働者に対して明示することが絶対的に必要とされている事項 
①書面交付に

よる明示 
1.労働契約の期間に関する事項 
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時

間、休日、交代制勤務に関する事項 
4.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期 
（退職手当や臨時に支払われる賃金を除く。） 
5.退職に関する事項 （解雇の事由を含む。） 

②書面を明示 6.昇給に関する事項（⇒規程などの書面を提示すれば交付は不要） 

２、定めがある場合に限り、使用者が労働者に対して明示することが必要とされる事項 
1.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の

方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 

2.臨時に支払われる賃金（退職手当を除く。）、賞与及びこれらに準ずるもの並びに

低賃金額に関する事項 

3.労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 

4.安全及び衛生に関する事項 

5.職業訓練に関する事項 

6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 

7.表彰及び制裁に関する事項 

8.休職に関する事項 
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３、「有期労働契約」の雇止めに関して求められる事項 
 労働基準法 14 条 2 項に基づく「有期労働の契約の締結、更新及び雇止めに関する基

準」（平成 15 年厚生労働省告示）により明確に求められるようになりました。 
 

①契約締結時の明示事項 
②雇止めの予告      
③雇止めの理由の明示  
④契約期間に配慮    

⇒ 更新の有無の明示、更新の判断基準 
⇒ 更新を繰り返した時は、30 日前までに雇止めの予告 
⇒ 労働者から要求されたら雇止めの理由の証明書を交付 
⇒ 希望に応じて契約期間をできるだけ長くすること 

 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 
２‐３ 期間の定めのある契約  
 「労働契約の期間」と解約する権利の制限は 
労働契約の期間 解約する権利の制限 
期間の定めなし 労働者は原則いつでも解除できる 
期間の定めあり （ ３ ）年を超える契約は出来ない 

期間の定めなしの例外（１） （ ５ ）年を超える契約は出来ない 
⇒ 専門知識を持つ者・６０歳以上の者の雇用 

期間の定めなしの例外（２） （  契約した  ）期間を超えることが出来ない 
⇒ 有期の建設工事 

 
【ポイント解説】 
労働契約期間（法 14 条） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 「専門知識」とは、博士、医師、公認会計士、社労士、システムエンジニアなどです。 
 
 

労
働
契
約
の
期
間 

期間の定めのない契約 

期間の定めのある契約 

３年を超えて契約できる 
 ・有期の建設工事 ・一定の職業訓練 

【原則】 ３年を超えてはならない 

５年まで可能なケース 
 ・専門知識を持つ者 ・６０歳以上の雇用 

【例外】 
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（３） 就業規則  

 
３‐１ 就業規則とは何か  

 「就業規則」に関しては、下記の義務および効力がある。 

作成義務 常時（ １０ 人）以上の労働者を使用している場合には、作成の義務が

ある 

意見聴取義務 （ 作成 ）・変更に関しては、労働者の代表の意見を聞かなければなら

ない 

周知義務 （ 労働者 ）に周知させなければならない。 

規範的
き は ん て き

効力 
就業規則で定める基準に達しない労働契約は、その部分は無効となり、

無効部分は就業規則で定めた基準による。 
 
【ポイント解説】 

作成が必要な労働者数は、事業場（支店、支社、出張所などが各地に複数あるなら、その

組織ごと）で働く労働者の数が、時として１０人未満になることがあっても常態として１０人以上

であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。この場合の『労働者』には、

いわゆる正社員のほか、パートタイマーや臨時のアルバイトなどすべての者を含みます。 
周知義務では、就業規則は、「見やすい場所に掲示、備え付け、書面の交付」によって周知

しなければなりません。 
 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 

３‐２ 就業規則に記載する内容  

 「就業規則」の「絶対的必要記載事項」は、 

労働時間等 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代勤務の要領 

（ 賃金 ） 決定・計算・支払いの方法、締切、支払いの時期、昇給条件 
（ 臨時の賃金 ）を除く 

 退 職  任意退職、その事由を含む（ 解雇 ）、定年など 

 
【ポイント解説】 
就業規則の絶対的記載事項と相対的記載事項は以下になります。 

＜絶対的記載事項＞ 

１、 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を２組以上に分けて交

替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項。 

２、 賃金（臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。）の決定、計算及び支払の方

法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項。 

３、 退職に関する事項（解雇の事由を含む）。 



   49 

＜相対的記載事項＞ 

４、 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決

定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項。 

５、 臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び 低賃金額の定めをする場合においては、

これに関する事項。 

６、 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに

関する事項 

７、 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項。 

８、 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項。 

９、 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項。 

10、表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項。 

11、以上の他、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合の事項。 

 
３‐３ 就業規則の作成・届出手続き  

 「就業規則」のうち「一部の労働者だけに適用」される「パートタイム労働者就業規則」などを

作成することは、認められて（ いない ・ いる  ）。 
 
【ポイント解説】 
 「パートタイム労働者」に関する就業規則は、一般の労働者と一緒に記載すると煩雑になる

ので作成が推奨されていますが、「労働者の意見」を聴取する場合は、一般の労働者を含め

た代表です。名称が「賃金規程」などでも、従業員を拘束する内容は就業規則の一部です。 
さて、労働条件の不利益変更は、①内容の合理性、②不利益の程度、③変更の必要性、④

労働組合との交渉状況、⑤就業規則の周知、（労働契約法 10 条を参照）が求められている。 
 
３‐４ 就業規則違反に対する制裁措置  

 「就業規則」は、労働者と使用者の双方を法的に拘束します。そこで、違反者に対しては制

裁措置をおくことが認められています。従業員に対する制裁のうち「減給については」労働基

準法 91 条が制限を設けています。 
減給は、１回の額が平均賃金の（ １日分の半額 ）を超えることは出来ません。また、減額の

総額が１賃金支払い総額の（ １０分の１ ）を超えることは出来ません。 
 
【ポイント解説】 
制裁の種類としては、公序良俗に反しない限り会社が決められますが、一般に下記です。 

けん責 始末書を提出させて将来を戒める 
減 給 減給する 
出勤停止 一定の日数の出勤を停止させ、その間の賃金は支給しない 
降職・降格 役職・職務の等級を下げる 
諭旨解雇 本人の立場や将来を配慮し、依願退職を勧告して退職させる 
懲戒解雇 即時に解雇する 
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（４） 労働環境  

 
４-１ 法定労働時間と時間外労働  

 労働時間は、休息を除いて 1 日に（ ８ ）時間、1 週間に（ ４０  ）時間を超えて労働させ

ることはできません。 
「時間外労働」が許されるのは、時間外労働について（  労使協定  ）を結びその範囲内

で残業を行う場合です。この協定を（  ３６協定  ）と呼びます。 
 この協定を結ばずに違法に残業をさせた場合の（ 割増賃金 ）の支払いは、 
（ 必要 ・ 不要 ）です。 

この協定は、フレックスタイム制や 1 ヶ月単位の変形労働時間制などの弾力的労働時間制

度による場合で、各制度所定の（ 法定  ）労働時間を超えないときは、不要です。 
 
【ポイント解説】 
３６協定を結ばないと時間外・休日の労働をさせることができません。会社が決めた労働時間

を「所定労働時間」といいます。この時間が「７時間」である場合に、「１時間残業」をしたとして

も、「法定労働時間」の 8 時間を超える訳ではありませんので、割増賃金の支払いは不要とな

ります。長時間労働については、「過労死の業務場外の認定基準」が厚生労働省から示され

て、100 時間/月を超える場合などは、過労死との関連を強く認定されます。 
 「危険有害労働」に従事する者の時間外労働の上限は、1 日２時間までとされています。建

設業の有害業務は、「隧道掘削作業、潜函工法の作業、ブレーカーなどの振動作業、屋内・

タンク内の塗装作業」などがありますから、注意が必要です。 
 
４-２ 事業場外みなし労働  

 「事業場外みなし労働」とは、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困

難な業務が対象となります。営業などの外勤業務や内勤者の出張などが考えられ、（ 所定

労働時間 ）を労働したものとみなします。残業が必要と考えられる業務の場合は、その業務

の遂行に通常必要な時間を（ 労使協定 ）で定めて届け出る必要があります。 
このみなし労働に、休憩時間、深夜労働、休日に関する規定は（ 適用されます・適用され

ません ）。また、「定額残業制度」は、このみなし労働に（ 該当します・該当しません ）。 
 
【ポイント解説】 
通常は、所定労働時間をみなし労働時間として、多少オーバーワークになることを見越して

「営業手当」や「出張手当」を支給していますが、実態とかけ離れたみなしは違法と判断され

ます。みなし労働の場合でも「裁量労働制度」の場合は、労使協定が必要になります。 
 特に、「定額残業制度」の場合は、定額で支払っている残業時間を超えた時は、その分の

割増賃金を支払わないと違法になります。したがって、基本の時間当たりの賃金と、割増部

分を明確にしておく必要があります。 
 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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４-３ 労働時間に含まれるもの  

 「手待ち時間」とは、業務にはついていないが、待機している時間を言います。休息時間に

電話番をするために居残りをするような場合、労働時間に含まれ（ ません・ます ）。 
始業前･終業後の準備や更衣なども、労働者に（ 義務 ）づけられていれば、労働時間に含

まれ（ ません・ます ）。 
 
【ポイント解説】 
宿日直については、就業規則で定めて労働基準監督署長の許可あれば労働時間の適用除

外をすることができます。また、建設業の寄宿舎で給食の「賄い人」は、手待ち時間が多く労

働密度が薄いので「断続的労働」として、労働基準監督署長の許可あれば、労働時間、週休

制、休憩時間の原則などを適用しないことができます。  
建設業で問題になるのは、山奥などの遠距離の現場までの時間です。一度、会社に出勤

し集合して現場に向かう場合には、それ以後は労働時間に含まれます。 
 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 
４-４ 休憩時間  

 「休憩時間」は、労働時間が（ ６ ）時間を越える場合は、（ ４５ ）分、労働時間が（ ８ ）

時間を越える場合は、（ １時間 ）以上の休憩時間を与えなければなりません。 
 
【ポイント解説】 
休憩時間は、①労働時間の途中に、②一斉に与え、③労働者の自由に利用、させなければ

なりません。一斉付与の原則外は下記になります。 
 
 
 
 
 

 

 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 

４-５ 変形労働時間  

 「変形労働時間」は、次の３種類があります。 

（  １ヶ月  ）単位の変形労働時間制 

 １年  単位の変形労働時間制 

 １週間 単位の非定型的変形労働時間制 ⇒小売業、旅館業、飲食店などの小規模事

業のみ 
 

休
憩
時
間 

一斉付与 

次の業種は適用されない ①運輸交通②商業③金融広告

④映画･演劇⑤通信⑥保健衛生⑦接客娯楽⑧官公署 

原則 

例外 

例外 労使協定を締結（届出不要） 



   52 

【ポイント解説】 
 １ヵ月単位変形労働 １年単位変形労働 フレックスタイム 
休日の付与日数 週１又は４週４日 週１ （連続労働の限

度特定期間は１２日） 
週１又は４週４日 

1 日の上限労働時間  １０時間 １０時間 
１週の上限労働時間  ５２時間  
１週の平均労働時間 ４０時間 ４０時間 ４０時間 
 
＜１年単位の変形労働時間制度のポイント＞ 
１、採用には、労使協定を締結して、届出が必要です。 
  ①対象労働者、②対象期間（１ヵ月を超えて１年以内）、③特定期間（繁忙期）など 
２、就業規則に、対象期間中の始業・終業時刻、休憩時間および休日を定めます。 
３、特定期間（繁忙期）の連続労働日は、１２日間可能です。それ以外は、連続６日以上労働

させることはできません。特に、振替休日の場合に注意が必要です。 
４、カレンダーは、３０日前に作成が必要です。「１ヵ月前」では、２月分は違法になります。 
５、労働時間が４８時間を超える週の制限として、所定労働時間が４８時間を超え５２時間以

内の週が、４週連続しないこと、また。３カ月以内に４週以上無いことが必要です。（一定の

豪雪地域の建設業では、連続の週の数や３ヶ月に関係なく 1 日 10 時間、1 週 52 時間を限度にできる） 

６、年間労働日数では、対象期間が３カ月を超える場合には、年間の労働日数を２８０日以内

にしなければなりません。 
 
    必要な年間休日日数＝――――――――――――――――― ×３６５日 
   
  したがって、１日の所定労働日数を減らせば、下表のように年間に与えるべき休日日数も

減ります。しかし、3 カ月を超える場合は網掛けの部分は 280 日を超えて違法となります。       
1 日の所定労働時間 休日日数 労働日数  1 日の所定労働時間 休日日数 労働日数 

8 時間 00 分 １０５日 ２６０日  7 時間２５分 ８４日 ２８１日 
7 時間５５分 １０２日 ２６３日  7 時間２０分 ８１日 ２８４日 
7 時間５０分 ９９日 ２６６日  7 時間１５分 ７８日 ２８７日 
7 時間４５分 ９６日 ２６９日  7 時間１０分 ７４日 ２８１日 
7 時間４０分 ９３日 ２７２日  7 時間０５分 ７１日 ２９４日 
7 時間３５分 ９０日 ２７５日  7 時間００分 ６８日 ２９７日 
7 時間３０分 ８７日 ２７８日  3 カ月を超えない場合は問題ありません↑ 

７、対象期間の長い変形労働時間制を採用する場合は、少なくとも隔週週休２日程度を確保

しなければなりませんが、逆に表現すれば、完全週休２日の採用が困難な中小企業にとっ

て便利な制度とも考えられます。 
８、時間外労働の計算は下記の合計時間数となります。 

①1 日 8 時間を超える時間、②1 週間 40 時間を超える時間で①で算定した時間を除く、 
③対象期間の法定労働時間の総枠を超えた時間で、①と②で算定した時間を除きます。 

１日の所定労働時間×７日－４０時間 
１日の所定労働時間×７日 （切上げ計算） 
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４-６ 法定休日と休日労働  

 労働基準法では、「使用者は労働者に対して、毎週少なくても（ 1 ）回の休日を与えなく

てはならない」としています。 
会社は、４週を通じて４日以上の休日を与えることもできます。これを（ 変形週休制 ）といい

ます。 
 
【ポイント解説】 
「４週４日の休日」を採用するには、就業規則などにより４週の起算日を明らかにします。 
 
 ＜毎週１日の休日例＞  

１週 １週 １週 １週 
○○○○○○休 ○○○○○○休 ○○○○○○休 ○○○○○○休 

 
 ＜４週４日の休日例＞ 

１週 １週 １週 １週 
○○○○○○○ ○○○○○休休 ○○○○○○○ ○○○○○休休 

  
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 
４-７ 休日・休暇と代休・振替休日  

 「代休・振替休日」は、下記のような違いがあります。 
 代休 振替休日 
３５％以上の割増賃金の

支払い 必要 （ 不 要 ） 

休む日の指定 使用者・労働者のいずれでも

良い 
あらかじめ（ 使用者 ）が指

定する 
 
【ポイント解説】 
１．「代休」の正式名称は「代償休日」ですが、労働基準法に規定されたものではありません。

代償休日を与えても、休日労働の事実は消えないのです。 
２．実務で注意が必要なのは、振替休日の場合に、振り替えた週の労働時間が 40 時間を超

える時は 25%の割増が必要です。 
３．時間外労働が 60 時間を超えた時に割増賃金 25％が 50％以上に引き上げられた部分

（平成 22 年 4 月労基法改正、大企業に適用）の割増賃金の代わりに有給休暇を与えるこ

とを「代替休暇」といいますので、混同しないようにしましょう。 
 

 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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４-８ 年次有給休暇  

 
労働基準法では、全労働日の（ ８ ）割以上出勤をしたことを条件に、（ ６ ）ヶ月間継続し

て勤務した段階で（ １０ ）日間以上の年次有給休暇を与えるように求めている。 
 「年休を買い上げる」ことは、労働基準法の違反になります。 
ただし、例外としては 

１ 取得後（ ２ 年）が経過しても、未消化の年休 
２ 退職予定者が、退職時点で使いきっていない年休 
３ （ 法定外 ）に与えた年休 

 
【ポイント解説】 
１．週所定労働日数が５日以上または週所定労働時間が３０時間以上の者の日数 

勤続年数 ６ヶ月

以上 
１年６ヶ

月以上 
２年６ヶ月 
以上 

３年６ヶ月 
以上 

４年６ヶ月 
以上 

５年６ヶ月 
以上 

６年６ヶ月 
以上 

付与日数 10 日 １１日 １２日 １３日 １６日 １８日 ２０日 
 
２．週所定労働日数が４日以下または週所定労働時間が３０時間未満の者の日数 

  週の所

定労働

日数 

1 年間の所定

労働日数 
勤続年数 
6 月 

以上 

1 年 

6 月 

２年 

6 月 

３年 

6 月 

４年 

6 月 

５年 

6 月 

６年 6

月以上 

付
与
日
数 

４日 169 日～216 日 ７日 ８日 ９日 10 日 １２日 １３日 １５日 

３日 121 日～168 日 ５日 ６日 ８日 ９日 10 日 １１日 

２日 ７３日～120 日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 

１日 ４８日～７２日 １日 ２日 ３日 
 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 
４‐９ 時間単位有給休暇  

労働基準法では、（22 年 4 月改正）では、（ 労使協定 ）で定めた場合には、年次有給休暇の

日数の内（ ５ ）日以内の日数については、時間を単位として年次有給休暇を与えることが

できる。なお、労働者がその日数を日単位で取得を希望した場合に、使用者が時間単位を

強制することは 
（ できません・できます ）。 
また、半日年休の制度を持っている事業所で、時間単位年休を導入しないことは、 
（ できません・できます ）。 
時間単位年休の取得は、労働時間の 初と 後以外の途中の取得についても、 
（ できません・できます ）。 
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【ポイント解説】 
時間単位有給休暇に関して「労使協定」で定める事項 
①時間単位年休の対象労働者の範囲 
  ⇒ 一部対象外とするには「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られる 
②時間単位の年休の日数  
③時間単位年休１日の時間数 
  ⇒ ７時間３０分など１時間に満たない端数は、８時間として時間単位に切り上げる 
④１時間単位以外の単位で与える場合の時間数 
  ⇒ ２時間単位、３時間単位などとして、時間未満の端数は時間単位にする  
 
  ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 
４-１０ 女性を保護する制度  

「生理休暇」は、本人の申し出によって与えられ、診断書の添付は必要ありません。労働者本

人が必要とする日数があたえられ、就業規則などで制限することは出来ません。さらに、１日

単位でなくとも、（ 半日 ）単位や（ 時間 ）単位で請求することも出来ます。 
また、（ ６ ）週間以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させ

ることはできません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に、転換させ

なければなりません。 
産後（ ８ ）週間を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後 6 週間を経た

女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えありま

せん。 
 
【ポイント解説】 
  産前産後休業では、出産日は産前に含める。 
 

    ← 
予定日 
 
出産日 

→ 

     

（週）８   ６    ４     ２     ０       ０     ２     ４     ６     ８    10 
 ただし、産前休業は、多胎妊娠の場合の就業禁止は 14 週に伸びる。 
 
  ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 

請求により就業禁止 強制休業 原則

禁止 
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４‐１１ 育児時間   

 生後満 1 年に達しない子供を育てる女性から請求があった場合は、休憩時間のほかに、1
日に（ ２ ）回、それぞれ少なくとも（ ３０ ）分の子供を育てるための時間を与えなければな

りません。 
 
【ポイント解説】 
 育児時間は、子供のために与える時間ですから、女性の請求通りに与えるのが望ましいで

す。その時間は、始業時刻から３０分、または終業時刻前の３０分取ることもできます。さらに、

２回合わせて１時間という風に比較的自由に取ることができます。 
 
  ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 
４-１２ 男女雇用機会均等法  

 男女労働者に関する規定として 
男女差別取り扱いの禁止 女性（男性）に配慮・措置するべき措置 
１ （   募集・採用    ） １ （   セクシュアル・ハラスメント   ）の防止※ 

２ 配置・昇進・教育訓練 ２ 妊娠中・出産後の健康管理 

３ （   福利厚生     ） ３ 深夜営業に従事する場合の安全確保 

４ 定年・退職・解雇   

５ （  賃 金  ）   ※は、男女ともに適用されるようになった。  
  
【ポイント解説】 
＜男女機会均等法の概要＞ 

性
別
差
別
禁
止 

雇用管理における性別差別の禁止（法 5 条、6 条） 

間接差別の禁止（法 7 条） 

 →募集・採用、コース別管理、昇進に当たって転勤などで合理的理由がない場合 

女性労働者に係る措置に関する特例（法 8 条） 

 →ポジティブアクション（女性を優遇して均等にする方法）は、違法ではない旨を規定 

妊娠出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止（法９条） 

セクシュアル・ハラスメント対策（法 11 条） 

母性健康管理措置（法 12、13 条） 

ポジティブアクションに対する国の援助（法 14 条） 

紛争が生じた場合の救済措置（法 15、17～27 条） 

 
１．改正男女雇用均等法（19 年 4 月改正施行）について 

１） 男性に対するセクハラも対象 
２） セクハラ対策を事業主に義務付け （配慮義務→措置義務） 
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３） 事業主と労働者間の紛争と調停 
４） セクハラの是正指導に講じない場合は、組織名を公表 

２．セクハラの 2 つのタイプ ⇒ 「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」があります。 
３．セクハラ防止具体策 
  １） 事業主の意思表明 （就業規則、心得、マニュアル） 

２） 倫理規定の明確化（禁止行為、懲戒処分、相談窓口） 
３） 「派遣労働者」も「パート」も、当該企業のセクハラ防止の対象 
４） 相談苦情の体制と個人情報 
５） 労働局による指導から調停まで 
６） 再発防止策 

４．セクハラの具体的な判断基準を巻末の資料の「人事院規則１０－１０（セクシュアル・ハラ

スメントの防止等）の運用について（通知）」として掲載しましたので、ご参照ください。 
５．募集・採用における男女差別の禁止では次のような表現は違法です。 

・「ウエイター」「○○レディ」 など 
・「男の意欲が勝負」「女性向きの職種」 など 
・男女のいずれかを採用する方針で、写真やイラストにおいて強調する表現をすること。 
 
ただし、次の場合は違法になりません。 
①  芸術・芸能の表現要請から男女のいずれかのみに従事させることが必要である職務 
②  守衛、警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務 
③  宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上男女のいずれかのみ必要な職務 
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（５） 賃 金  

 
５‐１ 賃金とは何か  

「賃金」とは、給料だけでなく、広く名称を問わず（ 労働の対償 ）として使用者が、労働者に

支払うすべてのもの」をいう。これに対して見舞金や(  慶弔金  )は、賃金ではありません。 
 
【ポイント解説】 
「賃金」は、就業規則にあらかじめ支給条件が明確に定められている賞与や退職金なども賃

金に含まれます。「労働の対償」としていますが、家族手当や住宅手当も拡大解釈して賃金

に含まれます。結婚祝い金などでも、就業規則にあらかじめ支給条件が定められているもの

は賃金に含まれます。 
 

 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 

５‐２ 賃金支払い 5 つのルール  

 「賃金支払いの５原則」は 

１ （ 通貨 ）払いの原則 

２ 直接払いの原則 

３ （ 全額 ）払いの原則 

４ 毎月 1 回以上支払いの原則 

５ （ 一定期日 ）払いの原則 

 
【ポイント解説】 解答は順不同 
「通貨払いの原則」では、小切手は通貨に入りません。ただし、本人の同意があれば本人名

義の預金口座に振り込むことができます。 
「直接払いの原則」では、その妻子が本人の「使者」である時は渡すことができますが、それ

以外では、未成年でも本人に直接渡す必要があります。 
「全額払いの原則」では、労働者への貸付金がある場合でも、賃金から勝手に相殺すること

はできません。（ただし、本人の自由な意志に基づく相殺、法令の定めや、

書面による労使協定があれば例外として認められる） 
「一定期日払いの原則」では、第３金曜日など「一定日」にならない支払い方法は、認められ

ません。 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 
５‐３ 休業手当  

「休業手当」は、（ 使用者 ）の責任で、就業できなかった場合に、平均賃金の（ ６０ ）％以

上の休業手当てを支払わなければなりません。不可抗力による場合などに支払うかは、就業

規則などの定めに従うことになります。 
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【ポイント解説】 
不可抗力に該当する場合とは、①天災事変による休業、②ストライキの不参加者が労働でき

なくなった場合の休業、③ロックアウトが社会通念上正当と認められる場合の休業、④労働安

全衛生法による健康診断の結果に基づく休業などです。 
 
  ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 

５‐４ 平均賃金  

労働基準法でいう「平均賃金」は、これを算定すべき事由が発生した日から前（ ３ ）ヶ月間

に支払われた賃金総額を、（ 算定期間 ）の総日数で割ったものです。ただし、賞与や退職

金などは控除します。 
 
【ポイント解説】 
 平均賃金は、①解雇予告手当、②休業手当、③年次有給休暇中の賃金、④業務上の災

害補償、⑤減給制裁額の算定などの基礎に使われます。 
 賃金総額には、臨時に支払われた賃金、賞与などは入れません。また算定する期間中に、

業務上負傷した期間、産前産後の休業期間なども控除期間とします。 
 
 
 
（６） 採用・退職  

 
６‐１ 不採用・内定取り消し・試用期間中の解雇  

「内定取り消し」は、企業が（ 誓約書 ）の提出を要求していた場合は、会社は採用決定した

と考えられ、正当な理由がなくて内定を取り消すことはできません。  
また、試用期間中でも、（ 労働契約 ）は成立しているので、正当な理由なくして解雇するこ

とは、できません。 
 
【ポイント解説】 
試用期間中は、「解雇の正当な理由」として認められる範囲が広いだけで、「暗い感じがす

る」などの曖昧な理由では、解雇することはできません 
 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 
６‐２ 出向・転籍  

「在籍出向」では、その有効要件は労働者の同意が必要であるとしています。ただし、その同

意は（ 個別 ）である必要はなく、就業規則・労働協約にあり、労働者に（ 周知 ）されてい

れば良いものとされています。 
「転籍」では、一般に包括的な同意では足りず、労働者の（ 個別 ）の同意を必要とすると

考えられています。  
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【ポイント解説】 
「労働契約法」では、第１４条に「使用者が労働者に出向を命ずる場合で、当該出向の命令

が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用

したものと認められる場合には、当該命令は無効とする」としています。  
 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 
６‐３ 退職  

「退職」は、期間の定めのない契約であれば、いつでも退職できます。 
使用者が、辞表の受理を拒んでも、その意思を伝えたときから（ ２ ）週間の経過によって退

職の効力が（ 自動的 ）に生じます。 
 
【ポイント解説】 
「退職届」は、労働者の労働契約解除の一方的な意思表示（民法 627 条）ですから撤回はで

きません。「退職願」は、労働者の労働契約解除の申し込みですから、受理された後でも使

用者側が同意すれば退職を撤回できます。 
 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 

６‐４ 普通解雇と整理解雇  

「解雇」は、正当な理由がなければ有効と認められません。 
また、「整理解雇」は、４つの要件が必要です。 

１ （ 人員削減 ）の必要性があったか（=客観的に高度な経営危機など） 

２ 解雇回避努力義務を尽くしたか（=役員報酬削減、新規採用抑制、希望退職者募

集など） 
３ 解雇者を選ぶ方法の（  合理性  ）  （=人選基準） 

４ 解雇の手続きの妥当性（=労働者の理解を得るために充分説明するなど） 
 
【ポイント解説】 
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、そ

の権利を濫用したものとして無効とする｣（労働契約法１６条）とされています。 
・「整理解雇」は、会社の経営悪化など経営上の都合により人員整理を行う場合です。 
・「懲戒解雇」は、労働者が悪質な規律違反をした時に就業規則に基づいて行う場合です。 
・「普通解雇」は、上記以外の労働者の責による解雇で、①病休の休業期間が終了した時、

②長期欠勤や就業に絶えないと判断された時などの「正当な理由がある」場合です。 
 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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６‐５ 解雇制限  

解雇制限（労働基準法第 19 条）とは、労働者が①（ 業務上 ）で負傷し、又は疾病にかかり

療養のために休業する期間及びその後（ ３０ ）日間、②産前産後の女性が休業する期間

及びその後 30 日間は、解雇できないことです。 
 
【ポイント解説】 

解雇制限（労働基準法第 19 条）とは、労働者が①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養

のために休業する期間及びその後 30 日間、②産前産後の女性が休業する期間及びその後

30 日間は、解雇できないことです。ただし、使用者が、業務上の負傷の場合、療養開始３年

後に労働基準法上の打切補償(1200 日分)を支払う場合、または天災事変などは認められま

す。 
また、「男女雇用機会均等法」、「育児･介護休業法」、「個別労働関係紛争解決に関する

法律」、「公益通報者保護法」、「裁判員法」などでも、解雇に関する制限が定められていま

す。 
 
 
 
（７） その他  

 
７‐１ 労働審判制度  

「労働審判制度」は、労働契約などの個別紛争処理について、労働審判員会が（ 調停 ）を

試みます。それでも解決しない場合に申し立てから４～６ヶ月、原則として（ ３ ）回以内で審

判する制度です。 
 
【ポイント解説】 
「労働審判制度」は、原則として３回以内で審理を終了させるスピード結審です。その審判の

対象は、解雇の効力をめぐる紛争や賃金の支払いをめぐる「会社と個人の間」の紛争で、労

働組合などの団体が関係する争議などは扱いません。 
 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 
７‐２ 公的保険  

「公的保険制度」は、社会保険と労働保険に分けられます。 
  保険の種類 主な窓口 

労働保険 
労災保険 （  労働基準監督署  ） 

（  雇用保険  ） ハローワーク 

社会保険 
健康保険 

協会けんぽ・健康保険組合 
国民健康保険（国保） 

厚生年金保険 （  年金事務所  ） 
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【ポイント解説】 
従来、社会保険の年金を扱っていた旧社会保険庁は、廃止となり「日本年金機構」となりまし

た。また、被用者保険である健康保険（政府管掌健康保険）も、旧社会保険庁に代わって新

たに全国健康保険協会が設立され、愛称を「協会けんぽ」といいます。 
 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  
 
７‐３ 労災保険の通勤災害  

「通勤災害」は、通勤途中に発生した災害のことです。通勤途中の駅で足をくじいた場合にな

どです。ただし、それが居酒屋で酒を飲んで泥酔して怪我をしても、通勤災害とは認められま

せん。また、通勤経路から大きく（ 逸脱 ）した後については通勤災害とは認められません。 
 
【ポイント解説】 
通勤経路の逸脱・中断では、①夕食材料など日用品の購入、②病院で治療を受ける、③選

挙の投票などは例外として、その逸脱・中断の後は通勤災害と認められます。 
 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 
７‐４ 雇用保険  

 
雇用保険（22 年 4 月施行）では、雇用保険加入に必要な雇用見込みを 6 カ月以上から（ ３１

日 ）以上に緩和した。パート労働者でも、週に（ ２０ ）時間以上の労働時間の労働者は雇

用保険に加入となります。 
 
【ポイント解説】 
雇用保険では、失業給付だけでなく、雇用保険２事業として「雇用安定事業、能力開発事

業」により、失業を予防、労働者の職業生活を充実、労働者の能力を開発する目的の事業が

あります。 
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＜わいがや○×クイズ・解答編＞ 

次の事例の一般的状況（特殊な状況想定を排除）で起きた場合の正誤を考えてください 

Ｎｏ 
○

× 
問    題 備  考 

１ ○ 

終業時間後に許可を得ないでアルバイトをし

ている従業員に、就業規則違反であるので

懲戒処分を行った 

「就業規則」に精神的肉体的疲労回復のた

めに禁止規定があり、それが社会的に合理

性があれば処分可。小川建設事件Ｓ５７判

決。 

２ ○ 
欠勤後に年休への振り替えを求めてきたが、

許可しなかった 

労基 39 条=時季指定権。会社は正常な事業

の運営を妨げる時には「時季変更権」を使う

権利があるが、使えなくなるので不許可にで

きる。東京貯金センター事件・H５判決。 

３ ○ 

半日休暇を取得した従業員が、終了時間後

に時間外労働をしたので割増賃金の請求が

あったが支払わなかった 

労基 37 条=実労働時間が１日８時間超過の

場合に割増が必要になるので、基本的に割

増不要。ただし、就業規則内容で必要にな

る場合はある。 

４ × 

未消化の年休の一括取得の申し込みが、退

職予定の従業員からあった。しかし、業務の

引き継ぎがある場合は、時季変更権を使っ

て、年休の取得を無条件に拒否できる 

労基 39 条=退職前の時季変更権の使用は、

労働者の年休の権利の消滅になるので不

当。退職時に持っている年休の権利の買い

上げは可。 

５ × 
賃金を銀行振り込みにしてあるので、振込手

数料を賃金から控除して支払った 

労基 24 条=賃金支払い５原則により「直接、

現金、全額払い」が原則などので、会社の都

合で振り込むので不可。ただし、労使の特約

があれば争点になる可能性。 

６ ○ 

病気であることを理由に就業を拒否した従業

員に対して、自宅療養を命じたら、賃金の支

払いを求められたが、支払わなかった 

労基 26 条=使用者の責に帰す休業は 60%の

賃金支払いが必要だが、労働者の責など正

当理由があるなら不要。日本クリーナー事件

S40 判決。 

７ × 

当社では、「定額残業手当制度」を導入して

いるので、何時間残業しても、本人の責任で

あるので定額残業手当以外は割増賃金を支

払っていない 

労基 37条=割増賃金支払の義務。法所定の

額を下回らないことが必要なので不当。ま

た、基本給部分と割増部分の明確化が必

要。裁量労働制度は別。高知県観光事件、

H6 判決。 

８ × 

従業員が与えた多額の損害に対して、退職

金で強制的に一括全額を相殺させた。当組

織では、控除できる労使間の協定がある 

労使間の協定があれば相殺はできる。ただ

し、民事執行法 152 条により、4 分の 3 相当

は不可。ただし、本人の真意の同意があれ

ば可能。日本勧業経済会事件 S36 判決。 

９ × 

ある不祥事を起こした従業員に始末書を取

ったが、その後 2 ヶ月して、役員から軽すぎる

といわれて、出勤停止 2 日を命じた 

同一事由の二重処罰の禁止により不当。た

だし、不正行為の再発の恐れにより暫定措

置としての出勤停止後に、懲戒解雇する場

合などは可。 

平和自動車交通事件、H１０。 

１０ ○ 

タイムレコーダーの不正打刻が多くあったの

で、始末書処分対象であったものを、懲戒解

雇に変更して全従業員に警告後に、違反者

を懲戒解雇にした 

就業規則の厳格化後に従業員に充分に周

知して、警告した後であれば解雇権濫用に

はならない。ただし、変更に合理性が必要。

秋北バス事件 S43、八戸鉱業事件 S42。 
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 参 考                                    

 
平成１０年１１月１３日 

                                         人 事 院 事 務 総 長 
 

人事院規則１０－１０（セクシュアル・ハラスメントの防止等）の運用について（通知） 

≪以下は、部分掲載≫ 
 
Ⅰ 意識の重要性  
 セクシュアル・ハラスメントをしないようにするためには、職員一人一人が、次の事項の重要

性について十分認識しなければならない。  
 １． お互いの人格を尊重しあうこと。  

 ２． お互いが大切なパートナーであるという意識を持つこと。  

 ３． 相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくすこと。  

 ４． 女性を劣った性として見る意識をなくすこと。  

 
Ⅱ 基本的な心構え  
 職員は、セクシュアル・ハラスメントに関する次の事項について十分認識しなければならな

い。 
 １． 性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があり、セクシュアル・

ハラスメントに当たるか否かについては、相手の判断が重要であること。具体的には、次

の点について注意する必要がある。 
  （1）親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさ

せてしまう場合があること。  

  （2）不快に感じるか否かには個人差があること。 

  （3）この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこと。 

  （4）相手との良好な人問関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。 

２． 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返 
  さないこと。  
３． セクシュアル・ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは

限らないこと。セクシュアル・ハラスメントを受けた者が、職場の人問関係等を考え、拒

否することができないなど、相手からいつも明確な意思表示があるとは限らないことを

十分認識する必要がある。  
４． 職場におけるセクシュアル・ハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。例えば、

職場の人間関係がそのまま持続する歓迎会の酒席のような場において、職員が  他

の職員にセクシュアル・ハラスメントを行うことは、職場の人問関係を損ない勤務環境を害

するおそれがあることから、勤務時間外におけるセクシュアル・ハラスメントについても十

分注意する必要がある。 
５． 職員間のセクシュアル・ハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。行政サー

ビスの相手方など職員がその職務に従事する際に接することとなる職員以外の者及び



   65 

委託契約又は派遣契約により同じ職場で勤務する者との関係にも注意しなければなら

ない。 
 
Ⅲ セクシュアル・ハラスメントになり得る言動  

 セクシュアル・ハラスメントになり得る言動として、例えば、次のようなものがある。  
 １． 職場内外で起きやすいもの 

   （1）性的な内容の発言関係  
     ア 性的な関心、欲求に基づくもの  

 ・スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。  

 ・聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと。  

 ・体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」、「もう更年期か」などと言うこと。  

 ・性的な経験や性生活について質問すること。  

 ・性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とすること。  

    イ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの  
・「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」、「女性は職場の花であり

さえすればいい」などと発言すること。  

・「男の子、女の子」、「僕、坊や、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などと人格を認め    

ないような呼び方をすること。  

（2）性的な行動関係  
   ア 性的な関心、欲求に基づくもの  

    ・ヌードポスター等を職場に貼ること。  

    ・雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること。  

    ・身体を執拗に眺め回すこと。  

    ・食事やデートにしつこく誘うこと。  

    ・性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙・E メールを送ること。  

    ・身体に不必要に接触すること。  

   イ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの  

    ・女性であるというだけで職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること。  

 
 ２． 主に職場外において起こるもの  
   ア 性的な関心、欲求に基づくもの  
    性的な関係を強要すること。  
   イ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの  
    ・カラオケでのデュエットを強要すること。  

    ・酒席で、上司の側に座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要すること。 

以上 

 
（人事院ホームページ http://www.jinji.go.jp/sekuhara/unnyoutuuti.pdf より） 
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雇用管理責任者による職場改善 （相手を褒める）       演習用 

 

氏 名  

 

相手の良いところをできるだけたくさん書き出してください。        （ ５０秒間づつ） 

１人目 

２人目 

３人目 

４人目 

５人目 
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＜わいがや○×問題・グループの意見の集計表＞              

グループ名                     . 
 A さん B さん C さん D さん E さん F さん グループ結論の○× 

１ 

       

２ 

       

３ 

       

４ 

       

５ 

       

６ 

       

７ 

       

８ 

       

９ 

       

１０ 

       

※ 個人の○×を入れて、グループ内の意見が大きく異なる問題を討議してください。 



   68 

 
＜参考文献＞ 

・労働調査会出版局 『建設雇用管理ハンドブック』 労働調査会（発行人藤澤直明） 平成 23 年 7 月 

・平野文彦/幸田浩文編 『人的資源管理』 (株)学文社 2010 年 5 月 

・井原久光著 『テキスト経営学（増補版）』 (株)ミネルヴァ書房 2006 年 12 月 

・ﾊｰｼｰ=ﾌﾞﾗﾝﾁｬｰﾄﾞ=ｼﾞｮﾝｿﾝ/山本成二･山本あづさ訳 『行動科学の展開（新版）』生産性出版 2004 年 

・矢野新一著『 新ランチェスター戦略がわかる・できる』ビジネス社 1998 年 12 月 

・別冊ｼﾞｭﾘｽﾄ 197 号『労働判例百選 [第８版]』 (株)有斐閣  2009 年 10 月 

・猪俣靖編『即答人事トラブル 110 問』 労務行政事務所発行 2006 年 10 月 

・厚生労働省安全衛生部労働衛生課監修 『厚生労働省指針に対応したメンタルヘルスケアの基礎』 

中央労働災害防止協会編・発行 平成 15 年 12 月 

・森紀男・岩崎仁弥著『労働時間管理完全実務ハンドブック』日本法令（出版） 平成 19 年 12 月 

 
 
 
 
 
＜メモ用＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


